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身分行為における意思と届出
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説

I 

は
し
が
き
!
|
|
問
題
の
所
在

論

わ
が
民
法
上
、
婚
姻
・
縁
組
・
離
婚
・
離
縁
・
認
知
の
ご
と
き
形
成
的
身
分
行
為
は
、
届
出
に
よ
っ
て
成
立
す
る
が
、

「
届
出
」
と
い

う
き
わ
め
て
特
殊
な
方
式
の
ゆ
え
に
、

い
ろ
い
ろ
と
困
難
な
問
題
を
生
ず
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
は
、
究
極
に
お
い
て
「
届
出
」
な

と
く
に
そ
の
「
要
式
性
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、

る
方
式
の
法
的
構
成
を
い
か
に
理
解
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

ま
た
「
届
出
」
に
お
け
る
身
分
行
為
意
思
の
理
解
は
、
具
体
的
な
問
題
処
理
に
お
い
て
、
結
論
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
。

本
稿
は
も
と
仮
装
身
分
行
為
の
検
討
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
る
が
、
け
っ
き
ょ
く
は
身
分
行
為
の
届
出
お
よ
び
意
思
の
問
題
に
お
よ
ば

ざ
る
を
え
ず
、
全
体
と
し
て
は
表
題
の
ご
と
き
形
を
と
っ
て
副
次
的
に
諸
種
の
問
題
に
も
ふ
れ
た
が
、
直
接
の
対
象
は
仮
装
身
分
行
為
の

効
力
を
検
討
す
る
点
に
お
か
れ
て
い
る
。

仮
装
分
身
行
為
と
は
、
当
事
者
聞
に
特
定
の
身
分
関
係
を
設
定
す
る
意
思
な
く
、
当
事
者
に
よ
っ
て
当
該
の
身
分
行
為
の
外
形
が
つ
く

ら
れ
た
場
合
を
い
う
。
実
際
に
は
夫
婦
関
係
を
形
成
す
る
意
思
な
く
、
あ
る
い
は
養
親
子
関
係
を
実
現
す
る
意
図
な
く
、
さ
ら
に
は
夫
婦

関
係
を
解
消
す
る
意
図
な
く
、
当
事
者
の
意
思
に
も
・
と
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
婚
姻
・
縁
組
・
離
婚
の
届
出
が
な
さ
れ
た
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
o

な
ん
ら
か
他
の
目
的
達
成
の
た
め
の
使
法
・
方
便
と
し
て
な
さ
れ
る
通
謀
虚
偽
表
示
行
為
で
あ
る
場
合
が
多

か
か
る
仮
装
身
分
行
為
は
、

、守ミ、

L
，刀

か
な
ら
ず
し
も
通
謀
仮
装
行
為
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
当
事
者
の
一
方
の
心
裡
留
保
と
く
に
諾
韓
表
示
を
他
方
が
知
っ
て
い
る
場

合
も
、
こ
れ
と
同
視
し
て
き
し
っ
か
え
な
い
。
ま
た
普
通
に
虚
偽
表
示
と
い
う
場
合
は
、
意
思
表
示
に
つ
い
て
の
通
謀
仮
装
が
要
件
で
あ

り

こ
れ
を
身
分
行
為
に
つ
い
て
い
え
ば
、
虚
偽
仮
装
の
身
分
行
為
と
し
て
実
質
的
身
分
関
係
の
外
観
を
も
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
こ
れ
は
要
件
で
は
な
く
、
単
に
届
出
だ
け
が
あ
れ
ば
そ
こ
に
仮
装
身
分
行
為
の
成
立
あ
り
と
み
ら
れ
る
(
む
し
ろ
一
般
に
は
こ
の
場

合
の
み
が
仮
装
身
分
行
為
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
)
o

こ
の
よ
う
な
届
出
に
よ
っ
て
、
身
分
行
為
が
成
立
し
そ
の
効
力
を
生
ず
る

4 
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.. 

こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。

後
述
の
ご
と
く
、

こ
の
穫
の
仮
装
身
分
行
為
は
、
世
界
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
い
る
が
(
仮
装
婚
・
仮
装
縁
組
〉
、
こ
れ
に
対
す

ま
た
判
例
の
態
度
は
か
な
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
と
く
に
い
わ
ゆ
る
「
仮
装
婚
」
に
つ
い
て

い
え
ば
、
仮
装
行
為
の
つ
ね
と
し
て
、
外
形
上
の
み
せ
か
け
の
背
後
に
何
ら
か
の
真
の
目
的
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
目
的
が
多
く
の
場

る
各
国
の
立
法
、

合
、
法
な
い
し
制
度
の
濫
用
と
み
ら
れ
る
も
の
を
含
ん
で
お
り
、
仮
装
婚
を
無
効
な
ら
し
め
る
の
は
、
そ
の
み
せ
か
け
の
点
に
あ
る
の
か

(
真
意
の
欠
歓
)
、
あ
る
い
は
当
事
者
の
意
図
の
不
法
性
の
点
に
あ
る
の
か
(
法
の
濫
用
)
、
に
よ
っ
て
具
体
的
事
件
の
処
理
に
お
い
て
は
重

要
な
差
異
を
生
じ
う
る
こ
と
に
あ
る
o

の
み
な
ら
ず
、
仮
装
身
分
行
為
は
ま
た
譜
龍
身
分
行
為
と
も
共
通
す
る
点
が
あ
り
、
両
者
を
同
視

す
る
か
ど
う
か
も
一
つ
の
問
題
点
で
あ
る
o

さ
ら
に
同
じ
く
仮
装
身
分
行
為
と
い
っ
て
も
、
諸
外
国
に
お
い
て
は
、
婚
姻
は
例
外
な
く
要

式
行
為
で
あ
る
に
反
し
て
縁
組
は
成
年
養
子
に
つ
い
て
諾
成
行
為
と
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
両
者
は
か
な
ら
ず
し
も
同
一
の
取
扱
い

に
服
し
て
い
な
い
。
こ
こ
に
も
一
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
仮
装
身
分
行
為
」
は
比
較
法
上
も
き
わ
め
て
興
味
あ
る
テ

1
7

(
2
v
 

で
あ
る
。

は)

ひ
る
が
え
ゥ
て
わ
が
国
で
も
古
く
か
ら
仮
装
身
分
行
為
の
効
力
は
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
判
例
・
通
説
上
は
、

出

f

届
定
を
欲
す
る
効
果
意
思
」
の
有
無
に
よ
っ
て
そ
の
効
力
が
判
断
さ
れ
て
い
る
が
、
離
婚
に
関
し
て
は
判
例
も
か
ね
て
す
こ
し
く
異
な
る
判

長
}思意司令けお為行分身

「
真
に
身
分
関
係
の
設

断
を
示
し
て
お
り
、
最
近
の
学
説
は
こ
の
問
題
全
般
に
つ
い
て
か
な
り
顕
著
な
対
立
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
o

問

わ
が
国
特
有
の
届
出
主
義
の
理
解
に
か
か
わ
る
難
問
で
あ
る
。

題
は
要
式
身
分
行
為
の
本
質
に
関
連
し
て
お
り
、

と
こ
ろ
で
仮
装
身
分
行
為
に
関
す
る
最
近
の
判
例
の
動
向
を
み
る
に
、
最
高
裁
判
例
は
、
す
で
に
養
子
縁
組
に
つ
い
て
従
来
か
ら
の
判

例
理
論
を
確
認
し
て
い
た
が
(
仮
養
子
縁
組
の
無
効
に
関
す
る
昭
和
二
三
年
一
二
月
一
一
一
一
一
日
民
集
二
巻
四
九
三
頁
)
、
最
近
に
お
い
て
離
婚

に
関
し
て
一
見
前
掲
判
例
理
論
と
相
反
す
る
離
婚
意
思
に
関
す
る
先
例
を
踏
襲
し
た
ほ
か
(
昭
和
三
八
年
一
一
月
二
八
日
民
集
一
七
巻
一

北法16(2・3-91)260



説

四
六
九
頁
〉
、
判
例
集
に
は
登
載
さ
れ
な
か
っ
た
一
判
決
は
、
相
続
を
め
ぐ
る
孫
養
子
事
件
に
関
し
て
、
身
分
行
為
意
思
に
「
精
神
的
な

つ
な
が
り
」
を
含
む
と
す
る
判
断
を
示
し
て
い
る
(
昭
和
三
八
年
二
一
月
二

O
日
家
裁
月
報
一
六
巻
四
号
一
一
七
頁
)
0

こ
の
二
つ
の
判
決

論

は
、
身
分
行
為
意
思
に
関
し
て
、

一
方
は
実
体
的
意
思
と
は
別
個
の
法
律
上
の
意
思
を
重
視
し
、
他
方
は
実
体
的
意
思
に
お
け
る
必
須
的

要
素
と
し
て
精
神
的
紐
帯
を
重
視
す
る
点
で
、

一
見
相
反
す
る
興
味
あ
る
対
照
を
示
す
。
の
み
な
ら
ず
、
養
子
縁
組
に
関
す
る
一
群
の
既

存
の
判
例
理
論
と
い
か
に
調
和
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
さ
せ
る
素
材
を
提
供
し
て
い
る
。
身
分
行
為
一
般
を
通
じ
て
の
身
分

行
為
意
思
理
論
は
な
お
貫
か
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
と
も
「
離
婚
」
の
よ
う
に
身
分
関
係
を
解
消
す
る
行
為
は
、
身
分
関
係
を
形

成
す
る
行
為
と
は
異
な
る
法
理
が
妥
当
す
る
の
か
。
あ
る
い
は
ま
た
同
じ
養
子
縁
組
と
い
っ
て
も
、
前
掲
判
決
の
事
案
の
孫
養
子
の
ご
と

き
親
族
養
子
に
あ
っ
て
は
、

な
ん
ら
か
特
殊
の
法
理
が
妥
当
す
る
の
か
o

さ
ら
に
一
般
的
に
は
、
身
分
行
為
意
思
に
お
け
る
届
出
意
思
と

実
体
的
意
思
と
の
関
連
、
実
体
的
な
意
思
と
は
そ
も
そ
も
な
に
を
い
う
の
か
。
そ
し
て
ま
た
目
的
違
反
的
身
分
行
為
濫
用
ケ

i
ス
に
お
い

《

4
〉

て
「
公
序
良
俗
」
規
定
の
適
用
を
み
る
か
ど
う
か
。
問
題
は
多
い
。
こ
れ
ら
の
検
討
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

(

1

)

ド
イ
ツ
で
は
本
文
の
意
味
で
の
仮
装
婚
を

ωnrasz
と
よ
ぶ
が
、
古
く
は
こ
の
用
法
は
広
く
、
婚
姻
が
無
効
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
外
観
上
は

婚
姻
が
存
在
し
て
い
る
場
合
(
方
式
違
反
の
婚
姻
が
登
録
さ
れ
た
場
合
(
帥
お
宮
貝
い
出
・
胡
弓
開

Z
C
念
の
い
わ
ゆ
る
回
日

Z
Z
)
に
用
い
ら
れ
た

た
め
、
わ
が
国
で
も
こ
の
言
葉
は
、
か
つ
て
表
見
婚

(ω
円
宮
古
匹
。
)
と
し
て
、
当
事
者
以
外
の
第
三
者
に
よ
っ
て
届
出
の
な
さ
れ
た
場
合
を
さ
す
も

の
と
し
て
(
栗
生
・
婚
姻
立
法
に
お
け
る
こ
主
義
の
抗
争
二
一
九
頁
)
、
あ
る
い
は
広
く
民
法
の
意
思
欠
故
に
よ
る
す
べ
て
の
場
合
に
あ
た
る
も
の
と
し

て
(
和
田
・
婚
姻
法
論
二
七
七
頁
)
、
引
用
さ
れ
た
。
し
か
し
一
九
三
三
年
に
氏
名
婚

(Z曲
目
冊
目
匹
。
)
の
無
効
が
追
加
さ
れ
て
以
後
は
、
も
っ
ぱ
ら
仮

装
婚
に
つ
い
て
∞
の

7
0
5
0
Z
の
用
語
、
か
用
い
ら
れ
、
従
前
の
表
見
婚
に
つ
い
て
は
同
2
宮
田
宮
広
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
2
〉
仮
装
の
表
示
(
届
出
)
以
外
に
従
来
看
過
さ
れ
て
い
た
仮
装
の
身
分
的
外
形
も
仮
装
身
分
行
為
の
効
力
の
判
断
に
あ
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
こ
と
に
つ

4

い
て
は
後
述
。
仮
装
身
分
行
為
(
仮
装
婚
〉
に
関
す
る
最
近
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
し
て
は
、
筆
者
の
知
り
え
た
か
ぎ
り
で
は
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
オ
ー
ス

ト
リ
ア
の
氏
名
婚
に
つ
い
て
の
小
論

ω口
r
3
5
S
F
N日
〉

E
F
m
g向
島

2
申
呂
田
百
の
同
宏
司

(
Z
ω
E
E協
宮
)
・

3
E
m
N
日∞・

ω・
合
の
ほ
か
フ
ラ

ン
ス
の
仮
装
婚
の
判
例
学
説
を
詳
細
に
検
討
し
た
明
。
己
cロ
12m田口
H
m
L
.
F
。
ョ
2
2脅
余
白
5
己
b
.
3

問
。
〈
・
丘
ヨ
・
仔
・

2
〈・

8.-v・
N
H
吋
ぐ
ら
い
で
あ
り
、

‘ 

4 
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こ
の
ほ
か
ア
メ
リ
カ
の
仮
装
婚
を
ま
と
め
た
資
料
と
し
て

J
F
B
F両
日
立

ag・3
C
-
m
u
z
-
r
M
N
2
g・匂・
4
5
が
引
か
れ
て
い
る
が
参
照
の
機
会

を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
お
若
干
の
比
較
法
上
の
文
献
に
つ
い
て
は
り
さ
ク
司
ω
5
5
8
B
n
Z
F
ω
-
N芯
参
照
。
わ
が
国
の
研
究
と
し
て
は
古
く
谷

口
教
授
が
そ
の
著
「
白
木
親
族
法
」
四
七
|
五
五
頁
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
を
引
い
て
、
通
説
に
対
す
る
疑
問
を
展
開
さ
れ
た
ほ
か
、

戦
後
に
お
い
て
山
崎
「
ア
メ
リ
カ
法
上
の
要
式
婚
姻
に
お
け
る
意
思
の
意
識
的
欠
絞
」
法
と
政
治
一
二
巻
四
号
九
一
頁
が
ア
メ
リ
カ
の
判
例
を
詳
細
h

研
究
さ
れ
た
に
と
ど
ま
る
。

(

3

)

こ
の
点
に
関
す
る
従
来
の
学
説
の
整
理
・
分
析
と
し
て
沼
・
判
例
学
説
総
覧
「
民
法
親
族
編
」
上
三
八

O
頁
以
下
の
「
身
分
行
為
ー
そ
の
要
式
性
と

意
思
理
論
」
は
す
ぐ
れ
た
資
料
で
あ
る
。

(

4

)

わ
が
国
で
仮
装
身
分
行
為
を
取
扱
っ
た
文
献
と
し
て
は
、
末
川
「
仮
装
身
分
行
為
に
お
け
る
意
思
」
法
と
経
済
一

O
六

l
一
O
七
号
、
中
尾
「
仮
装

離
婚
の
効
力
」
(
佐
賀
)
法
経
論
集
四
巻
一
号
、
福
地
「
身
分
行
為
と
効
果
意
思
」
家
族
法
大
系

I
、
中
川
(
良
)
「
縁
組
意
思
に
関
す
る
一
考
察
」
商

学
討
究
一

O
巻
二
号
、
中
川
(
高
)
「
身
分
行
為
意
思
の
一
考
察
」
家
裁
月
報
一
七
巻
二
号
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

E 

身
分
行
為
一
と

届

出

)
 

唱

i(
 

仮
装
身
分
行
為
の
効
力
を
め
ぐ
っ
て
見
解
が
対
立
す
る
の
は
、
そ
の
最
大
の
原
因
が
届
出
意
思
(
表
示
意
思
)
と
実
質
意
思
(
効
果
意

身分行為における意思と届出

思
)
の
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
に
あ
る
が
、
こ
と
は
届
出
の
法
的
意
義
、
身
分
行
為
の
無
効
の
理
論
構
成
に
か
か
わ
る
難
問
で
あ
る
。
こ

」
で
は
前
者
に
つ
い
て
、
以
下
に
一
応
の
概
観
を
要
約
し
て
み
よ
う
。

形
成
的
身
分
行
為
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
「
届
出
」
は
い
か
な
る
法
的
意
義
を
有
す
る
の
か
、
民
法
は
婚
姻
に
つ
い
て
「
届
け
出
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
」
と
規
定
し
(
七
三
九
条
)
、

こ
れ
を
離
婚
(
七
六
四
条
)
、
縁
組
(
七
九
九
条
)
、
離
縁
(
八
一
二
条
)

に
準
用
す
る
が
、
認
知
に
つ
い
て
は
「
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
す
る
」
と
規
定
し
(
七
八
一
条
)
、
身
分
行
為
と
し
て
は
む
し
ろ

異
質
的
な
認
知
届
に
お
い
て
身
分
行
為
の
成
立
を
認
め
、
他
の
身
分
行
為
に
つ
い
て
は
届
出
に
よ
る
効
力
発
生
を
認
め
る
ご
と
き
表
現
を
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用
い
て
い
る
o

し
か
し
戸
籍
法
は
、
右
の
す
べ
て
を
通
じ
て
、
「
〔
身
分
行
為
〕
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
規
定
し
(
六

O
、
六
六
、

七
六
条
)
、
身
分
行
為
の
成
立
を
届
出
に
か
け
る
表
現
を
用
い
て
い
る
。
し
た
、
が
っ

七

O
、
七
四
、

論

て
、
民
法
上
、
身
分
行
為
は
、
届
出
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
創
設
さ
れ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
既
存
の
身
分
関
係
を
公
示
す
る
も
の
な

の
か
は
、
規
定
だ
け
か
ら
は
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

も
と
も
と
事
実
主
義
か
ら
法
律
主
義
に
移
行
す
る
過
程
に
お
い
て
は
、

つ
ま
り
国
家
が
私
的
身
分
行
為
に
対
す
る
法
的
統
制
を
確
立
す

る
に
際
し
て
は
、
国
家
法
の
要
求
す
る
方
式
に
よ
る
身
分
行
為
の
成
立
の
み
を
認
め
、
そ
れ
に
よ
ら
ぬ
身
分
関
係
に
つ
い
て
一
切
の
法
的

効
果
を
拒
否
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
o

か
か
る
強
力
な
制
裁
な
く
し
て
は
、
伝
統
的
な
方
式
を
排
し
て
新
な
方
式
に
よ
る
身
分
行
為
の

法
的
統
制
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
(
。
匹
宮

Z
江田

n
Z
N
E
r
Z
)
0
わ
が
明
治
民
法
の
立
法
者
も
ま
た
届
出
に
よ
る

法
的
統
制
の
確
立
の
た
め
に
、
届
出
に
よ
る
身
分
行
為
の
成
立
の
み
を
認
め
、
届
出
な
き
身
分
行
為
を
一
切
否
定
す
る
意
図
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
、
わ
が
国
に
は
、
従
来
か
ら
公
的
な
婚
姻
成
立
方
式
が
な
く
、
た
め
に
、
立
法
者
は
も
と
も
と
身
分
公
示
手
段
の

機
能
を
も
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
届
出
(
送
籍
)
を
成
立
方
式
と
し
て
代
用
す
る
こ
と
以
上
に
は
で
れ
な
か
っ
た
o

も
し
当
時
の
立
法
者
が

本
来
の
身
分
行
為
の
成
立
方
式
(
国
家
に
よ
る
挙
式
〉
を
要
求
し
て
い
た
な
ら
、
七

O
年
の
民
法
の
歴
史
の
な
か
で
、
身
分
行
為
の
成
立

方
式
は
か
な
り
の
程
度
浸
透
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
も
、
身
分
行
為
の
成
立
要
件
と
し
て
届
出
を
要
求
し
た
こ
と
は
、
国
民
の
側
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
形
で
反
応
さ
れ
た
。
第
一
に
、

法
律
婚
主
義
の
歴
史
一
般
が
示
す
よ
う
に
、
国
民
は
、
し
か
も
立
法
者
の
懸
念
し
た
下
等
社
会
に
お
い
て
の
み
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
、

身
分
行
為
の
新
成
立
方
式
を
守
ら
な
か
っ
た
o

第
二
に
、
よ
り
困
っ
た
こ
と
に
は
、
国
民
は
こ
の
身
分
行
為
の
成
立
方
式
に
敵
対
的
で
あ

っ
た
の
で
は
な
く
、
届
出
と
戸
籍
と
の
関
連
の
ゆ
え
に
、
「
家
族
的
身
分
」
の
成
立
方
式
と
考
え

rの
で
あ
託
。
か
く
て
、
身
分
行
為
は
、

一
般
に
は
ま
ず
公
示
が
あ
り
(
挙
式
・
身
分
占
有
)
、

つ
い
で
家
族
的
次
元
に
お
い
て
、
後
に
届
出
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

‘ 

~ 
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「
家
族
」
と
「
家
籍
」
が
廃
止
さ
れ
て
か
な
り
の
期
聞
を
経
過
し
た
今
日
に
お
い
て
も
、
な
お
根
強
く
残
存
し
て
お
り
、

国
民
の
多
く
は
、
そ
の
意
味
で
は
、
法
律
に
忠
実
に
、
届
出
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
法
律
的
に
夫
婦
と
な
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
M
r

」
の
事
情
は
、

身
分
行
為
成
立
の
要
件
と
し
て
は
本
来
不
適
当
な
届
出
の
性
質
と
そ
の
法
技
術
、

ま
た
届
出
に
対
す
る
国
民
の
意
識
の
ゆ
え
に
、

わ
カ1

身
分
行
為
に
お
け
る
「
届
出
」
の
法
律
構
成
は
け
っ
し
て
簡
単
で
は
な
く
、
従
来
か
ら
各
種
の
理
論
が
考
え
ら
れ
、
ま
た
現
に
考
え
ら
れ

て
い
る
。

す
な
わ
ち
一
方
の
極
に
は
、
届
出
を
も
っ
て
、
身
分
行
為
の
成
立
方
式
と
み
ず
、
こ
れ
を
単
な
友
利
別
卦
み
る
見
解
が
あ
が
vo

他

i

t

-

-

t

t

t

E

t

I

l

i

-

-

4

(

8

v

 

方
に
は
ま
た
届
出
を
も
…
て
、
で
き
る
か
ぎ
わ
け
「
成
泣
方
式
」
¥
と
し
て
構
成
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
あ
る
o

そ
し
て
わ
が
判
例
お
よ
び
通

説
は
こ
の
中
聞
を
ゆ
く
o

こ
こ
で
は
一
方
に
お
い
て
前
述
の
戸
籍
法
の
規
定
の
表
現
な
ら
び
に
立
法
者
の
意
思
に
忠
実
に
、

。)

「
届
出
」
を

「
身
分
行
為
の
成
立
方
式
」
と
解
し
、
「
届
出
」
を
す
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
「
身
分
行
為
」
を
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
意
味
で
の
「
届
出
」
は
、
諸
外
歯
の
「
婚
姻
挙
式
」
(
由
。
】
巾
宮
口
町
三
日
。
P
叶

g
zロ
mwa-bF白
色
。
ロ
)
と
同
じ
く
、
「
戸
籍
吏
の
面
前
で
」

公
的
に
確
認
さ
れ
る
身
分
行
為
の
意
思
表
示
と
同
一
の
性
格
の
も
の
で
あ
り
、

「
届
出
」
の
も
つ
登
録
(
公
示
)
機
能
は
無
視
さ
れ
る
。

身分行為における意思と届出

浦
市
が
受
理
さ
れ
れ
ば
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ
な
く
と
も
、
身
分
行
為
は
有
効
に
成
立
す
る
と
い
う
判
例
は
そ
の
直
⑧
判
明
切
な
表
114T
ぁ

る
。
ま
た
当
事
者
出
頭
主
義
を
と
ら
な
い
関
係
上
、
届
出
の
意
思
す
な
わ
ち
身
分
行
為
の
意
思
の
存
否
を
厨
川
町
受

t

理
時
に
折
川
て
決
定
吠
¥

る
と
い
う
判
例
理
論
も
同
様
で
あ
る
o

た
と
え
届
出
以
前
に
、
届
書
が
作
成
さ
れ
て
い
て
も
、
届
出
意
思
の
存
在
が
明
確
で
あ
っ
て
も
、

届
出
費
理
の
位
吋
点
に
お
い
て
届
出
意
思
を
欠
く
か
ぎ
り
身
分
行
為
は
成
主
じ
な
い
。
縁
組
に
関
し
て
は
、
末
期
養
子
的
事
案
が
し
ば
し
ば

問
題
と
な
片
山
婚
姻
に
関
し
て
も
、
以
前
に
作
成
さ
れ
た
届
警
が
利
用
さ
れ
る
例
が
み
ら
れ
る
内
v

判
例
は
こ
れ
ら
に
絶
対
に
効
力
を
認

め
な
い
。
ま
た
当
事
者
に
お
い
て
届
出
意
思
を
欠
く
か
ぎ
り
、
第
三
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
届
出
は
絶
対
に
無
効
で
あ
る
と
す
討

右
の
ご
と
く
、
判
例
は
、
当
事
者
の
届
出
意
思
を
重
視
す
る
が
、
届
出
行
為
の
「
方
式
」
な
る
も
の
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
方
式
違
反
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の
身
分
行
為
を
論
ず
る
余
地
な
く
、
か
え
っ
て
積
極
的
同
制
劇
叫
唯
「
か
方
式
た
る
べ
き
当
事
者
。
白
書
臼
捺
ー
を
も
届
出
受
理
要
件
か
ら

外
す
方
向
へ
と
齢

r、
ま
た
届
出
意
思
も
け
っ
き
よ
く
は
届
出
そ
れ
自
体
で
は
あ
り
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
届
出
の
存
在
を
め
ぐ
っ
て
、

論

一
方
に
お
い
て
届
出
そ
れ
自
体
の
届
出
意
思
を
、
他
方
に
お
い
て
届
出
意
思
に
内
包
さ
れ
る
実
質
的
身
分
行
為
の
効
果
意
思
の
存
否
を
検

討
す
る
と
い
う
理
論
構
成
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
届
出
制
度
に
内
在
し
て
い
た
身
分
行
為
の
構
造
で
あ
り
、
実
質
的
に
み
れ
ば
、

す
で
に
存
在
せ
る
公
示
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
公
示
に
見
合
う
実
態
の
存
否
が
、
表
示
意
思
と
効
果
意
思
の
存
否
と
い
う
形
式
で
、
判
断
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
。

右
の
判
例
理
論
は
、
周
知
の
ご
と
く
、
中
川
教
授
に
よ
っ
て
理
論
的
に
体
系
化
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
身
分
行
為
は
、
届
出
に
よ
っ
て
成

立
し
、
そ
れ
ム
国
側
伺
に
そ
れ
に
見
合
う
語
道
議
忌
メ
議
屠
麓
現
i
吋
た
、
存
U
表
示
意
思
の
独
立
性
を

v

認
め
ず
両
者
出
分
離
じ
が
一
部
い
)
の

亮
在
に
よ
っ
て
有
効
と
な
る
。
も
し
意
思
を
欠
け
ば
、
そ
れ
が
表
示
意
思
で
あ
ろ
う
と
、
効
果
意
思
で
あ
ろ
う
と
、
身
分
行
為
は
す
べ
て

無
効
で
あ
る
が
、
事
後
に
意
思
が
補
完
さ
れ
る
と
き
は
、
届J

出
に
よ
っ
て
成
立
し
た
身
分
行
為
は
、
最
初
か
ら
有
効
な
身
分
行
為
と
な

る
。
以
上
が
そ
の
骨
子
で
あ
る
o

民
法
上
の
要
式
的
身
分
行
為
の
要
式
の
特
異
性
と
わ
が
国
に
お
け
る
身
分
行
為
の
実
態
を
基
礎
と
し
、

し
か
も
法
律
婚
主
義
の
理
想
を
あ
く
ま
で
崩
さ
な
い
立
場
に
お
い
て
構
成
さ
れ
た
き
わ
め
て
独
自
か
っ
す
ぐ
れ
た
構
成
で
あ
る
。

通
説
の
基
本
構
造
は
正
し
い
。
た
だ
、
通
説
に
お
い
て
は
、
表
示
意
思
と
実
質
意
思
の
関
連
が
若
手
不
明
確
で
あ
り
(
表
示
意
思
の
独

立
を
認
め
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
表
示
意
思
欠
歓
が
問
題
と
さ
れ
る
)
、
こ
の
点
に
お
い
て
な
お
検
討
す
べ
き
も
の
を
含
む
よ
う
に

思
わ
れ
る
o

ま
た
判
例
通
説
上
、
身
分
行
為
の
不
成
立
は
身
分
行
為
の
効
力
の
問
題
を
生
ぜ
、
ず
、
す
べ
て
は
無
効
身
分
行
為
と
し
て
問
題

と
な
る
が
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
当
然
無
効
で
あ
っ
て
な
ん
ら
の
形
成
手
続
を
必
要
と
し
な
い
点
は
、
無
効
身
分
行
為
を
で
き
る
か
、
ぎ
り
生

か
そ
う
と
す
る
趣
旨
に
反
す
る
疑
問
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
通
じ
て
の
「
身
分
行
為
の
無
効
理
論
」
ゆ
検
討
は
本
稿
の
最
後
に
お
い

て
試
み
ら
れ
る
。

‘v 
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
法
律
婚
主
義
成
立
の
沿
革
に
、
つ
い
て
は
栗
生
・
婚
姻
立
法
に
お
け
る
こ
主
義
の
抗
争
二
二
七
頁
以
下
に
詳
し
い
。

(1) 

(

2

)

梅
・
民
法
要
義
四
・
一
五
頁
以
下
。
し
か
る
に
島
津
「
婚
姻
成
立
に
関
す
る
届
出
主
義
」
家
裁
月
報
一
五
巻
三
号
九
一

O
頁
は
、
「
乍
併
此
法
律

ガ
行
ハ
レ
ヌ
デ
、
儀
式
ヲ
先
キ
ニ
挙
ゲ
テ
置
テ
、
後
ト
カ
ラ
届
出
ヲ
ス
ル
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ガ
ア
ツ
タ
ラ
、
夫
レ
ハ
ド
ウ
モ
仕
方
ハ
ナ
イ
」
(
傍
点
!
島
津
)

主
い
う
法
典
調
査
会
に
お
け
る
梅
発
言
(
速
記
録
一
四
二
回
六
三
丁
〉
を
引
い
て
、
立
法
者
の
意
図
は
、
筆
者
が
解
す
る
ご
と
く
旧
来
の
事
実
主
義
な

い
し
は
、
報
告
的
届
出
主
義
の
否
認
(
山
畠
「
養
親
子
関
係
の
成
立
お
よ
び
効
力
」
総
合
判
例
研
究
叢
書
(
日
)
一
四
一
頁
)
に
あ
っ
た
の
で
は
な

く
、
「
旧
慣
習
、
つ
ま
り
習
俗
ど
一
の
家
族
制
度
の
存
続
を
意
識
し
認
容
し
て
い
九
」
と
す
る
。
し
か
し
、
傍
点
引
用
の
部
分
の
正
当
な
理
解
は
、
す
で

に
こ
れ
よ
り
以
前
に
太
田
教
授
に
よ
っ
て
向
一
箇
所
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
(
太
田
「
届
出
婚
主
義
に
関
す
る
一
考
察
」
家
裁
月
報
一
四

巻
八
号
一
八
頁
、
二
五
頁
注

ω)、
「
法
律
上
致
し
方
な
い
」
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
に
続
く
梅
発
言
ま
た
速
記
録
の
他
の
個
処
に
見
出
さ
れ

る
同
旨
の
発
一
言
に
明
白
で
あ
る
。
な
お
西
村
「
わ
が
民
法
の
届
出
婚
主
義
の
成
立
」
立
命
館
法
学
四
五
号
一
四

O
頁
の
理
解
も
島
津
前
掲
に
類
す
る
。

た
と
え
ば
、
梅
委
員
の
つ
ぎ
の
発
言
が
あ
る
。
「
届
出
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
婚
姻
成
立
ノ
要
素
ニ
ナ
ツ
タ
以
上
ハ
其
要
素
ヲ
絞
イ
テ
居
ル
モ
ノ
ハ
最
早
私

通
テ
ア
ツ
テ
婚
姻
テ
ハ
ナ
ィ
。
然
ウ
シ
ナ
イ
ト
云
フ
ト
私
通
ト
婚
姻
ノ
境
界
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
少
シ
モ
立
タ
ナ
イ
:
:
:
:
・
方
式
ガ
簡
易
テ
ア
ル
ト
同
時
ニ

此
方
式
丈
ケ
ヲ
履
マ
ナ
ケ
レ
ハ
婚
姻
ト
見
ナ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ラ
ヌ
ト
方
式
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
無
制
裁
ニ
ナ
ル
。
届
出
テ
ナ
イ
デ
三
三
九
度
ヲ
ヤ
ル
ト

カ
甚
シ
キ
ニ
至
ツ
テ
ハ
夫
レ
モ
ヤ
ラ
ヌ
テ
ず
る
ず
る
べ
っ
た
里
ニ
シ
テ
仕
舞
7
。
夫
レ
ハ
婚
姻
テ
ハ
ナ
ク
シ
テ
私
通
テ
ア
ル
。
是
レ
ハ
法
律
上
無
効
テ

ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ラ
主
ト
区
別
ハ
立
タ
ヌ
ト
思
ヒ
マ
シ
テ
無
効
ト
致
シ
マ
シ
タ
」
速
記
録
一
四
三
回
三
二
|
一
一
一
一
一
一
枚
。

ま
た
嫡
出
推
定
の
規
定
に
関
す
る
つ
ぎ
の
富
井
発
言
に
お
い
て
も
、
明
確
に
届
出
婚
主
義
の
創
設
の
意
図
が
う
か
が
わ
れ
内
旧
慣
の
存
続
を
認
容
す

る
意
識
な
ど
お
よ
そ
な
か
っ
た
こ
と
は
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
。
「
婚
姻
ノ
届
出
ト
一
玄
フ
モ
ノ
ハ
婚
姻
ノ
日
ニ
行
ヘ
ハ
少
シ
モ
不
都
合
ハ
ナ
イ
。
婚
姻

/
日
ト
言
フ
ノ
ハ
可
笑
シ
イ
ガ
則
チ
慣
習
上
ノ
儀
式
ヲ
挙
ケ
ル
ト
カ
又
ハ
同
居
ヲ
ス
ル
日
ニ
届
出
ヲ
為
セ
ハ
不
都
合
ハ
ナ
イ
。
其
日
ヨ
リ
前
一
一
届
出
ヲ

ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
実
際
ニ
ナ
イ
タ
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
。
其
日
ヨ
リ
後
三
日
、
五
日
、
一
週
間
、
十
日
経
ツ
テ
カ
ラ
届
出
ヲ
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
カ
随
分

ア
リ
ハ
ス
マ
イ
ヵ
、
サ
ウ
シ
テ
見
レ
ハ
此
推
定
ノ
起
算
点
ト
云
フ
モ
ノ
ガ
一
寸
同
居
ノ
日
ニ
当
ラ
ナ
イ
:
:
:
其
結
果
夫
ノ
子
テ
ア
ツ
テ
木
条
ノ
適
用
ヲ

受
ケ
ナ
イ
者
カ
生
レ
テ
来
ル
。
私
生
子
カ
生
レ
テ
来
ル
:
・
:
:
:
届
出
ノ
コ
ト
二
削
ニ
ア
ツ
タ
通
リ
テ
宜
シ
イ
ガ
尚
本
条
ノ
適
用
ニ
付
テ
念
ノ
為
メ
ニ
御

考
ヲ
願
ヒ
タ
イ
・
:
:
私
ハ
ド
ウ
モ
仕
方
ガ
ナ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
。
此
法
律
カ
出
レ
ハ
追
々
ニ
其
日
ニ
戸
籍
吏
-
一
届
出
ツ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ニ
為
ッ
テ
来
ル
タ

ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
。
又
ド
ウ
シ
テ
モ
サ
ウ
為
ヲ
ヌ
ト
闘
ル
。
私
生
子
ト
為
ツ
テ
ハ
困
ル
者
カ
私
生
子
ト
ナ
ル
カ
ラ
自
然
少
シ
考
ヘ
ノ
ア
ル
者
ハ
サ
ウ
怠

ラ
ス
ニ
可
成
其
日
ニ
届
出
ル
ト
一
玄
フ
コ
ト
ニ
為
ラ
ウ
ト
恩
ヒ
マ
ス
、
ケ
レ
ト
モ
実
際
ハ
殊
ニ
下
等
社
会
杯
ハ
皆
其
日
ニ
必
ス
届
出
ル
ト
一
去
フ
コ
ト
ハ
或

身分行為における意思と届出
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説論

ハ
望
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
テ
ア
ラ
ウ
カ
ト
思
フ
事
丈
ケ
カ
気
遣
ヒ
テ
ア
ル
・
:
・
」
(
傍
点
筆
者
)
向
上
一
五
四
回
一
九

i
二

O
枚。

出
主
義
採
用
に
関
す
る
疑
問
に
対
し
て
も
右
の
見
解
を
再
説
す
る
向
上
四
八

l
九
枚
。

な
お
穂
積
八
束
の
届

(
3
)
 
身
分
行
為
成
立
方
式
と
し
て
の
届
出
の
中
途
半
端
な
性
絡
は
、
古
く
は
、
岡
村
司
に
よ
っ
て
痛
烈
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
旧
民
法
ハ
未

タ
施
行
セ
ラ
ル
、
ニ
及
ハ
ス
シ
テ
新
民
法
之
一
一
代
リ
:
:
:
婚
姻
ノ
成
立
ハ
一
ニ
届
出
ニ
因
リ
テ
確
定
ス
ル
モ
ノ
ト
セ
リ
而
シ
テ
届
出
ヲ
強
制
ス
ル
ノ
方

法
ア
ル
コ
ト
ナ
ク
之
ヲ
為
ス
ト
否
ト
ハ
当
事
者
ノ
任
意
ニ
存
ス
ル
カ
故
ニ
婚
姻
ト
野
合
ト
ヲ
同
視
ス
ル
ノ
旧
態
ハ
依
然
ト
シ
テ
改
マ
ラ
ス
世
俗
-
一
所
謂

内
縁
ノ
妻
ト
云
フ
モ
ノ
多
キ
ヲ
以
テ
之
ヲ
証
ス
ヘ
シ
、
余
輩
案
ス
ル
ニ
婚
姻
ハ
人
生
ノ
重
大
事
ナ
リ
必
ス
ヤ
之
ニ
荘
厳
ノ
儀
式
ア
リ
テ
而
ル
後
日
一
人
其

/
神
聖
ニ
シ
テ
敬
重
ス
ヘ
キ
ヲ
知
ル
、
今
一
片
紙
ノ
届
出
ヲ
以
テ
婚
姻
乃
チ
成
レ
リ
ト
ス
ル
カ
如
キ
ハ
婚
姻
/
制
度
ヲ
侮
蔑
シ
夫
婦
ノ
関
係
ヲ
脆
弱
ナ

ラ
シ
ム
ル
所
以
ニ
ツ
テ
余
輩
ノ
像
鴬
タ
ル
能
ハ
サ
ル
所
ナ
リ
邦
人
婚
姻
ヲ
軽
視
ス
ル
ノ
弊
ノ
如
キ
モ
亦
安
ソ
儀
式
ヲ
疎
忽
-
一
ス
ル
コ
ト
カ
其
ノ
一
因
タ

ラ
サ
ル
ヲ
知
ラ
ン
ヤ
余
輩
ハ
寧
ロ
旧
民
法
ノ
規
定
ヲ
是
ト
ス
ル
者
ナ
リ
若
シ
慣
習
上
ノ
儀
式
ト
云
フ
モ
ノ
漠
然
ト
シ
テ
識
リ
難
シ
ト
云
ハ
、
法
律
カ
劃

一
ノ
儀
式
ヲ
定
メ
テ
之
ヲ
強
行
ス
ル
モ
亦
可
ナ
ヲ
ス
ヤ
届
出
ヲ
以
テ
婚
姻
成
立
ノ
標
準
ト
為
ス
ハ
其
ノ
時
期
ヲ
明
確
ニ
ス
ル
ノ
利
益
ハ
之
ア
ヲ
ン
モ
事

実
ヲ
距
ル
コ
ト
余
リ
ニ
甚
タ
シ
響
ヘ
ハ
猶
ホ
出
生
ノ
如
シ
届
出
ヲ
以
テ
出
生
ノ
時
期
ト
為
サ
ハ
誰
レ
カ
其
ノ
妄
ヲ
笑
ハ
サ
ラ
ン
ヤ
且
夫
レ
立
法
ハ
将
ニ

以
テ
世
俗
ノ
随
風
ヲ
矯
正
セ
ン
ト
ス
然
ル
ニ
反
リ
テ
世
俗
-
一
阿
訣
シ
階
風
ヲ
固
守
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
ハ
尚
ホ
何
ソ
立
法
ト
シ
モ
謂
ハ
ン
ヤ
」
民
法
親
族
編

三
四
四
頁
以
下
。

そ
の
後
栗
生
教
授
に
よ
っ
て
、
民
法
上
、
婚
姻
は
要
式
行
為
で
は
な
く
無
式
行
為
で
あ
り
、
届
出
は
こ
の
無
式
合
意
の
公
示
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
が
指
摘

さ
れ
(
栗
生
・
前
掲
ニ
ハ
八
頁
以
下
)
、
最
近
に
お
い
て
は
西
村
教
授
に
よ
っ
て
、
届
出
の
半
事
実
主
義
的
性
格
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
、
「
各
市
町

村
に
お
い
て
公
営
す
る
結
婚
式
を
も
っ
て
・
:
・
:
内
縁
関
係
の
清
算
と
旧
来
の
不
合
理
な
結
婚
風
習
の
一
掃
と
い
う
一
石
二
鳥
の
効
果
を
期
待
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
断
号
=
一
目
さ
れ
て
い
る
。
西
村
「
結
婚
シ
ー
ズ
ン
に
思
う
」
時
報
二
九
巻
一
一
号
三
頁
、
な
お
同
「
届
出
婚
主
義
は
h
v

古
い
皮
袋
h
q

で
あ

る
」
セ
ミ
ナ
ー
八
六
号
。

筆
者
も
、
本
文
に
述
べ
た
ご
と
く
、
民
法
制
定
時
に
お
い
て
国
家
挙
式
方
式
が
採
用
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
が
、
現
在
に
お
い
て
は
、
こ
の
方

式
の
採
用
は
当
時
以
上
に
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
。
け
だ
し
挙
式
の
私
的
性
格
は
旧
の
ま
ま
に
、
そ
の
や
り
方
は
、
い
ま
や
ま
す
ま
す
多
様
に
な
り
つ

つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
届
出
に
つ
い
て
の
現
在
の
民
衆
の
意
識
か
ら
み
て
も
、
公
的
な
身
分
行
為
成
立
方
式
が
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に

は
思
わ
れ
な
い
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
注

(
6
〉
参
照
。
た
だ
し
改
革
を
革
命
的
状
況
に
お
い
て
行
う
と
い
う
な
ら
ば
別
で
あ
る
。
あ
る
い
は
戦

後
の
家
族
法
改
革
時
も
一
つ
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
民
法
改
正
時
の
国
会
の
論
議
に
つ
い
て
は
、
西
村
「
わ
が
民
法
の
届
出
婚

.. 

4 
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住)

主
義
に
対
す
る
批
判
ハ
ロ
」
立
命
館
法
学
三
七
号
。

な
お
近
時
沼
教
授
は
民
法
の
届
出
制
度
に
む
し
ろ
近
代
的
意
義
を
見
出
す
注
目
す
べ
き
見
解
を
提
唱
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
わ
が
現
行
法
は
キ

リ
ス
ト
教
な
ど
に
影
響
さ
れ
な
い
な
ら
、
近
代
人
に
ほ
と
ん
ど
普
遍
的
だ
と
思
わ
れ
る
法
前
的
婚
姻
と
法
的
婚
姻
と
の
二
段
階
視
へ
の
志
向
を
直
載
的

に
う
け
止
め
て
あ
る
も
の
と
し
て
、
近
代
的
婚
姻
立
法
例
の
傑
作
:
:
:
晴
れ
の
結
婚
の
日
を
:
・
:
国
家
機
関
の
殺
風
景
な
介
入
な
ど
を
斥
け
て
思
い
思

い
に
楽
し
く
す
ご
し
、
後
日
に
届
け
出
を
し
て
法
的
に
婚
姻
た
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
意
思
の
自
由
の
あ
く
な
き
尊
重
と
し
て
ま
こ
と
に
快
適

:
:
要
す
る
に
、
婚
姻
届
け
出
に
よ
っ
て
始
め
て
法
的
効
果
を
持
た
ら
し
め
ら
れ
た
婚
姻
と
な
る
。
そ
れ
ま
で
は
婚
姻
法
統
制
か
ら
自
由
で
あ
る
」

(
沼
・
前
掲
民
法
親
族
編
上
三
二
九
頁
)
。
一
種
の
試
験
婚
的
理
論
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
結
婚
の
日
が
公
的
な
方
式
に
よ
っ
て
始
ま
る
こ
と

は
、
そ
れ
ほ
ど
婚
姻
の
快
適
き
を
損
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
最
初
に
国
家
機
関
の
簡
易
な
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
所
要
時
間
は

一
O
分
程
度
で
あ
る
)
手
続
を
終
え
て
か
ら
で
は
、
思
い
思
い
に
楽
し
い
公
示
を
行
う
障
害
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
こ
れ
ま
た
思
い
思
い

に
楽
し
く
で
き
る
婚
前
交
際
(
婚
約
〉
以
外
に
な
お
法
前
的
婚
姻
の
段
階
を
設
け
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
欧
米
の
婚
姻
締
結
方
式
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
孝
治
郎
編
・
新
比
較
婚
姻
法

E
J
N
の
各
巻
に
概
略
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
西
ド
イ
ツ
に
つ

い
て
は
、
西
村
「
強
制
民
事
婚
主
義
に
お
け
る
婚
姻
締
結
の
方
式

l
西
ド
イ
ツ
の
場
合
を
中
心
と
し
て
|
」
立
命
館
法
学
三
九
・
四

O
合
併
号
が
詳
し

い
。
全
体
的
に
み
て
、
西
ド
イ
ツ
の
婚
姻
締
結
方
式
は
最
も
厳
格
な
ほ
う
で
あ
り
、
比
較
法
上
は
附
随
的
要
件
を
緩
和
す
る
臨
終
婚

(
B三
口
目
。
ロ
昨
日
出

2

2可。
5
2・
目
巳

2
5口
E
自
己
C
E
r
g
o
H
t
m
)
、
さ
ら
に
は
当
事
者
の
出
頭
し
な
い
代
理
婚
姻
(
〈
命
ユ
ヨ

R
B
Z
B
O
R
5
7
g
w
い
わ
ゆ
る
出
自
仏
・

2r己
高
宮
)
な
ど
を
認
め
る
国
も
か
な
り
あ
る
こ
と
は
後
述
の
ご
と
く
で
あ
る
(
註
日
)
。
ま
た
公
闘
を
原
則
と
し
て
私
宅
で
の
挙
式
を
認
め
る
例
も

あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
婚
姻
締
結
方
式
の
中
核
を
な
す
も
の
は
、
戸
籍
吏
の
面
前
に
お
け
る
婚
姻
当
事
者
双
方
の
婚
姻
意
思
の
確
認
で
あ
る

こ
と
に
変
り
は
な
い
(
代
理
婚
姻
で
は
書
面
に
よ
り
一
方
当
事
者
の
意
思
が
表
示
さ
れ
る
)
。
な
お
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ

ル
グ
四
カ
国
に
つ
い
て
は
、

E
2
2・
0ω
印

EOω
円

rzo民
自
問
凹

H
o
n
z
z
p
g
r
a
n
Y
F
-
m
H
Z
E
H
O
B
r再開

F
F
S
n
r
z
E・
ω・
5
由
民
・
に

簡
に
し
て
要
を
得
た
比
較
が
あ
る
。

身分行為における意思と届出

(

4

)

 

こ
の
点
を
筆
を
尽
し
て
強
調
し
た
の
は
中
島
・
民
法
釈
義
四
・
二
五
八
頁
以
下
、
二
九
六
頁
以
下
、
同
「
婚
姻
法
改
正
論
」
親
族
相
続
法
改
造
論
一

一
七
頁
以
下
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
法
律
ノ
精
神
ヨ
リ
論
ス
レ
ハ
先
ッ
婚
姻
届
ヲ
為
シ
而
シ
テ
後
夫
婦
ノ
事
ヲ
行
フ
ヘ
キ
ナ
リ
、
然
ル
ニ
斯
ル
順
序
ヲ

践
ム
モ
ノ
ハ
実
際
皆
無
ナ
リ
、
知
識
階
級
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
、
又
ハ
法
律
ノ
専
問
家
ト
錐
モ
決
シ
テ
此
ノ
如
キ
方
法
ヲ
採
ラ
ス
、
即
チ
民
法
/
規
定
ヲ
遵

奉
セ
ス
シ
テ
、
先
ツ
婚
姻
式
ヲ
挙
ケ
弦
ニ
正
当
/
婚
姻
成
立
セ
ル
モ
ノ
ト
信
シ
テ
夫
婦
関
係
-
一
入
ル
ヲ
常
ト
ス
、
之
レ
国
民
的
ノ
法
律
意
識
ナ
リ
、
然
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説

ル
ニ
民
法
上
ハ
届
出
ナ
キ
ヲ
以
テ
婚
姻
ハ
成
立
セ
ス
其
ノ
夫
婦
関
係
ハ
私
通
関
係
又
ハ
内
縁
関
係
ニ
外
ナ
ラ
サ
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
、
斯
グ
シ
テ
国
民
一
般

四
一
先
好
後
妻
ノ
奇
現
象
ヲ
呈
ス
ル
ニ
至
レ
リ
」
前
掲
釈
義
二
五
九
頁
。

論

(

5

)

中
島
博
士
の
推
測
し
た
ご
と
く
、
わ
が
閣
の
挙
式
と
届
出
の
ず
れ
は
、
一
般
的
に
「
我
国
民
ノ
法
律
意
識
ニ
於
テ
ハ
婚
姻
ハ
挙
式
-
一
ヨ
リ
成
立
ス
ル

モ
ノ
ト
為
ジ
、
届
出
或
ハ
送
籍
ハ
事
後
一
一
於
テ
之
ヲ
為
セ
ハ
足
ル
モ
ノ
ト
為
ス
カ
故
」
(
前
掲
二
九
八
頁
〉
の
も
の
で
な
か
っ
た
し
、
西
村
教
授
に
よ

、
、
、
、

っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
世
間
で
は
一
般
に
結
婚
式
を
結
婚
の
本
番
と
考
え
、
届
出
は
つ
け
た
り
の
入
籍
手
続
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
い

る
」
(
前
掲
、
傍
点
筆
者
)
の
で
も
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
各
種
の
内
縁
調
査
お
よ
び
「
婚
姻
予
約
事
件
」
の
調
査
に
お
い
て
実
証
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
な
か
ん
づ
く
内
縁
調
査
の
体
系
的
集
大
成
た
る
高
梨
・
日
本
婚
姻
法
論
八
四
頁
以
下
、
「
婚
姻
予
約
」
の
実
態
を
は
じ
め
て
明
ら
か
に
し

た
唄
「
婚
姻
予
約
有
効
判
決
の
再
検
討
」
時
報
三
一
巻
一
二
・
四
号
、
唄
・
佐
藤
「
続
・
婚
姻
予
約
有
効
判
決
の
再
検
討
」
時
報
三
一
巻
一

0
・
一
一

号
、
な
お
同
「
内
縁
な
い
し
婚
姻
予
約
」
法
律
教
室
三
号
。
す
な
わ
ち
「
民
衆
に
と
っ
て
は
、
戸
籍
簿
と
い
う
国
家
の
帳
簿
に
記
載
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
重
大
な
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
単
に
確
定
的
な
生
活
関
係
を
表
示
す
べ
き
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
逆
に
、
国
家
の
帳
簿
に
表
示

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
関
係
は
容
易
に
動
か
し
得
な
い
確
定
的
な
も
の
と
な
る
、
と
意
識
さ
れ
て
い
る
」
(
川
島
・
日
本
社
会
の
家
族
的
構
成
六

九
頁
)
の
が
普
通
で
あ
り
、
と
き
と
し
て
「
届
け
出
を
し
な
い
と
こ
ろ
の
(
届
け
出
が
当
事
者
の
意
思
外
的
事
情
で
遅
れ
て
い
る
と
い
う
場
合
は
、
ベ

、
、
、

つ
に
論
ぜ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
)
夫
婦
は
、
現
下
の
社
会
的
制
度
と
し
て
の
婚
姻
(
法
律
婚
〉
か
ら
、
正
確
に
自
分
た
ち
の
人
的
関
係
を
区
別
し
て

お
り
、
こ
の
こ
と
は
家
庭
裁
判
所
に
現
わ
れ
る
ケ

l
ス
に
身
を
も
っ
て
タ
ヅ
チ
し
て
み
る
と
完
膚
な
い
ほ
ど
疑
い
の
余
地
を
残
さ
な
い
」
(
沼
・
民
法

に
お
け
る
最
善
伎
と
次
諮
問
性
九
頁
)
と
い
え
る
場
合
も
す
く
な
く
な
い
。
後
者
の
点
は
、
法
律
事
件
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
内
縁
に
つ
い
て
み
る
か
ぎ
り

た
し
か
に
事
実
で
あ
り
、
す
で
に
実
務
家
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
「
現
在
の
内
縁
は
、
家
庭
裁
判
所
の
事
件
か
ら
見
る
限
り
、

当
事
者
の
私
通
に
類
す
る
故
意
の
回
避
と
こ
の
結
合
の
ル

l
ズ
さ
、
つ
ま
り
は
、

E
Eの
遅
滞
と
い
う
時
間
的
な

-zxM引
制
掛
町
民
叫
問
主
l

r
g『
a
1
'
'
t
E
1
5
3
E
t』
'
B
E』
f
i
t
-
-
t
a
f
e
-
-
i
ι

十

点
に
問
題
が
あ
り
、
こ
こ
に
、
内
縁
の
法
律
的
な
保
護
を
如
何
に
す
る
か
の
鍵
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
吉
村
「
内
縁
の
法
律
問
題
」
現
代
家
族
講

座
2
二
五
七
頁
)
。

(

6

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
高
梨
・
前
掲
と
く
に
一
一
一
頁
以
下
に
克
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
届
出
の
も
つ
法
的
意
義
に
対
す
る
民
衆
の
知
識
と
意
識
と
の

間
に
か
な
り
の
ず
れ
の
あ
る
こ
と
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
内
縁
者
の
意
識
で
あ
る
。
わ
が
国
の
内
縁
は
多
く
は
経
過
的
内
縁
で
あ
り
、
い

司
ず
れ
は
法
律
婚
に
移
行
す
る
。
で
は
届
出
を
し
た
者
の
意
識
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
未
公
表
で
は
あ
る
が
(
民
商
法
雑
誌
に
掲
載
の

予
定
)
、
宮
崎
教
授
に
よ
る
「
婚
姻
立
法
の
研
究
」
の
筆
者
担
当
の
調
査
結
果
の
一
部
を
引
用
す
れ
ば
、
「
届
出
」
に
つ
い
て
の
一
般
の
知
識
お
よ
び

意
識
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
(
調
査
対
象
は
昭
和
三
七
|
八
年
の
届
出
婚
郷
〉
。

“ 

. 

~ 
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(1) 身分行為における意思と届出

j
l
z
 

I 

い
ま
の
制
度
の
も
と
で
は
い
つ
か
ら
法
律
上
夫
婦
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
か
。

そ 届 届 挙
時

書

の 出 作 式

成
期

他 時 時 時

11 113 12 9 都

~旬、、

7〆7ー.、、8 /ー¥〆'ー句、
7.7 8.3 6.2 

、、9ー6，J 、‘9ー16'〆 ¥P、M-J  ¥、男戸6ノ
市

8 47 14 15 郡

----、、 --司、、 1/6-h.¥ 7 〆'ー、、
9.6 55.9 17.8 

、、Fー16'〆 、9句戸6ノ当る 部

19 160 26 24 

-、、 fへ/ー¥〆戸ー、、 言十
8.2 70 11.3 10.5 

¥、%〆 、9-6J 、、F』U，J 、、%ー，〆

' 一

E
 
結
婚
の
届
出
を
し
た
の
は
ど
う
い
う
動
機
か
ら
で
す
か
。

理

都

----、l〆'・ー、、
115.3184.71 

%1%1市
、ー~I 、、.〆'

郡

〆-¥l〆'ー、、
126. 3J73. 71 
ヌ~ 1 % I部
、、ー./1¥ー--'

(
U
M
)
 

(
川
%
)

由

当

然

届

出

る

べ

き

だ

か

ら

123 

62 

44 1185 

22 

そ

他

22 

の

民
衆
は
婚
姻
を
当
然
に
届
出
る
べ
き
も
の
、
法
律
上
公
認
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
で
は
、
そ
れ
は
既
存
の
婚
姻
事
実
の
公
認
(
報
告
的
届

出
〉
な
の
か
、
そ
れ
と
も
婚
姻
の
法
律
的
成
立
の
承
認
(
創
設
的
届
出
)
な
の
か
。
つ
ぎ
の
表
が
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
。

E 

あ
な
た
は
結
婚
届
を
ど
う
い
う
つ
も
り
で
出
し
ま
し
た
か
。

そ
正

役
式

所 理
夫
婦 tこ

と
知

し
の て ら

認
め せ

ら
る

れ 由
る 7こ

他
カミ

め
ら

一一-1一一一

7 99 39 都

/ー『¥/戸『、、 ---ー、、、
4.9 68.2 26.9 

、、FーM，J ¥9』6v/ 、、%ー./

市

11 40 33 郡

〆-、 〆戸『、、 〆-、
13.2 47.6 39.2 

¥9、一16'〆 、、9ー16'〆 % 部
、、甲，〆

18 139 27 

---¥ ~、、、 ノ戸戸、、 言十
7.9 60.7 31.4 

¥9、6-J 、、9ー16'〆 ¥、Fー16'〆
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議論

だ
が
創
設
さ
れ
る
の
は
、
は
た
し
て
純
粋
の
「
夫
婦
」
た
る
身
分
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

t
「
家
族
と
し
て
の
」
夫
た
り
妻
た
る
地

ta--EBEEt----ESE-seas-BSS聖
書

$
:
l
r
d
，hiSEt-著

書

a
s
=
z
f最
寄

位
で
あ
る
こ
と
が
、
つ
ぎ
の
表
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。

N 

結
婚
届
を
す
る
こ
と
は
普
通
に
「
籍
を
入
れ
る
」
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
と
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。

D 現在 者
K 、で L 

t土 て 回
そ 入 t主

の
籍 じ
と め

他 し、 て
、

う 夫

未
の 妻
fi の

回 意 家

答
味 族
カl 員
な と
く し
7ょ て
ずつ 認
7こ め 答

ら
れ
る

14 15 116 都

~ー、 〆-、、 〆-、、
9.6 10.3 80.1 

、』%，d'i 、、MFJE 、F-MJ 
市

19 6 59 郡

〆-町、、!〆'司、、、 〆-¥
22.6 7.1 70.3 

、%ー〆 、F、M，J 、町、p、16'〆 部

33 21 175 

1/F4-、.¥3 .--ー、、 /訓"、¥ 百十
9.2 76.5 

、、9ー6'J  、、Fー16'〆 、、9司6MJ' 

調
査
方
法
と
し
て
、
役
場
の
協
力
を
得
て
、
届
出
人
に
調
査
用
紙
を
交
付
し
て
、
回
答
を
郵
送
し
て
貰
う
方
法
を
と
っ
た
が
、
届
出
人
は
使
者
で
あ

る
こ
と
も
多
く
、
回
収
率
は
か
な
り
低
く
、
思
っ
た
ほ
ど
の
調
査
量
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
右
の
結
果
は
信
頼
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

調
査
結
果
の
分
析
を
こ
こ
で
す
べ
き
か
ぎ
り
で
は
な
い
が
、
た
だ
一
点
、
従
来
は
農
村
地
域

5っ
せ
喧
し
む
一
苧
之
町
れ
で

U
た
届
出

lq創
設
的
ぎ
議

4

が
、
む
，
し
ろ
都
市
に
お
い
ソ
む
と

s
そ
弦
い
点
が

E
E
さ
礼
る
こ
い
判
わ
け
を
附
加
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
来
栖
・
民
法
特
殊
講
義
第
二
部
講
義

案

ω七
九
頁
の
推
測
は
正
当
の
よ
う
で
あ
り
、
高
梨
前
掲
に
お
け
る
調
査
結
果
と
は
若
干
異
な
る
。
た
だ
し
農
村
に
お
い
て
届
出
意
識
が
低
い
と
い
う

こ
と
は
、
い
ま
だ
家
族
の
一
員
た
る
地
位
に
と
ど
ま
る
婚
姻
の
当
事
者
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
家
長
的
地
位
に
あ
る
人
々
に
と
っ
て
は
、

別
な
結
果
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
疑
問
を
留
保
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
届
出
が
し
だ
い
に
早
期
に
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
っ
、
ぎ
の
統
計
の
示
す
ご
と
く
顕
著
な
事
実
で
あ
る
(
昭
和
三
七
年
人
口
動
態
統
計
上
二

三
二
頁
〉
。

.、

4 

北法16(2・3-102)271



身分行為における意思と届出 (1) 

5 3 2 1 1 宮古 ま挙

年 年 年 年 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 翌 同 で、式

I 111 10 9 8 7 6 5 4 3 2 年 カ当
の5 3 2 月

未
ら

年 年 年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 期届
未 未 未
満 満 満 目 目 巨 目 目 目 目 目 目 目 月 中 満 数 間出

3.411.913.6117.6 4.314.914.413.713.714.0 4.214.715.918.2115.1110.3 

昭
和

73.5 100.0 25 
直2

2.913.213川3.413.64川9.5120.6116.5
30 

80.8 100.0 
年

3.013.413.313.113.313.6 4.114.916.419.9120.4116.0 
31 

81.4 100.0 
年

2~ 2612~ 2913~ 3.5 4.014.816.2110.3122.2117.8 32 
1.711.112.4111.1 82.7 100.0 

年

判2913013213.64.214.916.4110.3122.61川

33 
2.511.212.1110.3 84.0 100.0 

年

2.411.112.019.7 2312612812.9 3113.6 4.215.016.6110判17.7
34 

84.7 100.。
年

2いい2μ2.713.013.5 4ん10.8124.2118.5
35 

85.7 100.。
年

2.310.911.717.9 1.912.212.312州4.115.116.7111.3125.3119.6 
36 

87.2 100.0 
年

z仲 7.2 4.115.217.0111.8126.3119.4 
37 

88.2 100.。
年

注 1)昭和25年の総数十土不詳0.1%を含む。
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年

次

郎

・

挙

式

か

ら

届

出

ま

で

の

期

間

別

婚

姻

件

数

割

合

(
百
分
率
)



説

民
法
上
の
方
式
が
公
示
手
段
た
る
点
に
重
点
を
お
く
も
の
と
し
て
、
法
律
婚
を
無
式
ヰ
意
+
オ
オ
と
み
る
栗
生
・
前
掲
が
あ
り
、
届
出
を
法
人
の
設

立
許
可
と
同
一
の
意
味
の
要
式
で
あ
る
と
し
て
、
要
式
意
思
表
示
よ
り
は
、
対
抗
要
件
た
る
登
記
に
近
い
性
質
を
有
す
る
と
す
る
於
保
「
無
効
離
婚
の

追
完
」
時
報
一
四
巻
二
号
八
五
頁
が
あ
る
。
他
方
、
届
出
前
に
身
分
行
為
は
成
立
し
て
お
り
、
届
出
は
民
法
の
規
定
の
表
現
ど
お
り
「
効
力
発
生
要

併
叫
t

同
封
当
時
4
4
η
忍
uud-m7i古
く
は
岡
松
「
婚
姻
届
出
義
務
の
不
履
行
」
法
律
新
聞
一

O
二
ハ
|
一
九
号
、
岩
田
・
親
族
相
続
法
綱
要
一
八
頁
、

美
濃
部
・
公
法
と
私
法
一
九
一
頁
、
近
く
は
、
加
藤
「
身
分
行
為
と
届
出
」
家
族
法
の
諸
問
題
、
有
泉
・
親
族
法
・
相
続
法
三
一
頁
以
下
(
た
だ
し
民

法

E
七
一
頁
で
は
、
近
時
の
早
期
届
出
(
前
注
末
尾
参
照
)
現
象
の
ゆ
え
に
、
見
解
を
留
保
〉
、
金
山
「
婚
姻
の
届
出
」
民
商
三
九
巻
四
・
五
・
六
号
、

福
地
「
身
分
行
為
と
効
果
意
思
」
前
掲
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
加
藤
・
前
掲
の
み
は
、
低
オ
僧
』
曹
司
味
立
ち
儀
希
嘩
球
斗
身
埼

A
詩
句
む
と
渇
ぷ
に

a
a
a
g鑑
濁
家
令

Q
J

反
し
て
、
届
書
作
成
時
と
い
う
届
出
へ
の
意
思
の
合
致
を
示
す
表
示
行
為
の
時
点
に
身
分
行
為
の
成
立
を
認
め
、
届
出
時
に
お
け
る
身
分
行
為
意
思
欠

絞
に
つ
い
て
は
信
義
則
に
も
と
づ
く
意
思
撤
回
の
み
を
認
め
る
と
い
う
構
成
に
よ
っ
て
、
後
掲
の
表
示
主
義
的
構
成
(
次
注
)
と
も
実
質
的
に
接
点
を

も
っ
点
に
特
色
が
あ
る
。
，
こ
の
説
に
対
し
て
は
、
届
出
の
公
示
機
能
の
側
面
(
重
婚
に
お
け
る
優
劣
)
か
ら
(
島
津
・
親
族
法
二
四
頁
)
、
合
意
成
立

の
認
定
の
側
面
(
単
純
な
婚
姻
約
束
か
ら
、
挙
式
同
棲
、
局
書
作
成
、
委
託
な
ど
ま
で
)
か
ら
(
高
梨
・
日
本
婚
姻
法
論
四
七
頁
)
、
ま
た
届
出
時

に
お
け
る
|
顧
問
州
制
ぺ
樹
町
一
「

d
M肢
を
め
ぐ
っ
て
(
外
岡
「
婚
姻
の
届
出
」
親
族
法
の
特
殊
研
究
二
三
五
頁
、
同
・
註
釈
親
族
上
一
五
二
頁
以
下
、
我

妻
・
親
族
法
四
一
一
員
)
、
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
他
に
も
挙
式
が
な
い
場
合
と
ほ
ば
同
程
度
の
当
事
者
以
外
の
者
に
よ
る
婚
姻
屈
の
作
成
が
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
，
(
加
藤
・
前
掲
五
三
回
頁
参
照
)
、
合
意
の
撤
回
に
つ
い
て
有
効
適
切
な
手
段
が
な
い
こ
と
な
ど
の
難
点
が

あ
る
。
し
か
し
最
大
の
問
題
は
、
守
閣
置
作
成
総
叫
当
事
者
死

H
B一
場
合
に
、
届
書
郵
送
の
場
合
(
戸
四
七
条
)
以
外
に
一
般
的
に
届
出
の
効
力
を
認
め

る
事
実
主
義
的
構
成
(
民
法
九
七
条
の
類
推
)
の
点
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
臨
終
婚
(
自
己
己
目
。
ロ

2
ヨ
5
2同

3
5
2
)
の
場
合
で
あ
り
、
濫
用
の
危
険

性
が
多
く
、
こ
の
場
合
に
こ
そ
届
出
意
思
(
属
書
提
出
意
思
〉
が
重
要
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
場
合
に
こ
そ
実
は
は
じ
め
て
戸
籍
吏
の
面
前
に
お
け
る

合
意
の
表
示
と
そ
の
受
領
が
行
な
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
が
(
回
答
大
五
・
一
一
・
六
、
先
例
全
集

ω一
O
七
四
頁
ほ
か
〉
、
一
般
に
は
よ
り
簡
便
な
届

書
提
出
の
委
託
ま
た
は
郵
送
届
出
の
方
法
を
と
る
で
あ
ろ
う
し
、
後
の
場
合
に
は
、
そ
の
性
質
上
、
死
後
に
お
け
る
届
出
の
効
力
が
例
外
的
に
承
認
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
意
思
能
力
喪
失
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
も
っ
と
も
立
法
論
と
し
て
か
か
る
場
合
の
救
済
措
置
を
講
ず
べ
き
点
に
つ
い
て
は
筆
者
も

異
論
が
な
い
。

u州
udl川
相
開
設
ぽ
、
諸
種
の
難
点
(
こ
れ
は
ど
の
説
に
も
存
在
す
る
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
表
示
主
義
的
構
成
の
点
で
、
他
と

出
「
紋
を
劃
?
?
ベ
ぎ
理
謝
構
成
で
あ
る
。

な
お
加
藤
説
を
除
い
て
、
届
出
以
前
に
身
分
行
為
の
成
立
を
認
め
る
見
解
は
、
身
分
行
為
の
成
立
に
も
と
づ
い
て
届
出
請
求
権
を
肯
定
す
る
か
そ
の

(

7

)
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i
i
5
4
5
3
i
1
1
1
1
6
1
1
6多

:
f
5
1
2
:
1
j
i
j達、

可
能
性
を
示
唆
す
る
。
こ
の
点
で
は
、
事
実
婚
主
義
の
見
解
の
学
説
は
も
と
よ
り
(
山
中
・
市
民
社
会
と
親
族
身
分
法
二
五
四
頁
以
下
、
黒
木
「
法
律

婚
に
お
け
る
合
意
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
私
法
一
二
号
五
三
頁
、
た
だ
し
、
杉
之
原
「
法
律
関
係
と
し
て
の
内
縁
」
判
例
親
族
法
の
研
究
六
九
頁
以
下

は
届
出
請
求
権
を
否
定
)
、
他
に
も
届
出
合
意
か
ら
同
様
の
結
論
を
認
め
る
見
解
も
あ
る
(
沼
・
前
掲
三
三

O
頁
)
。

つ
い
で
な
が
ら
、
届
出
制
度
の
も
と
で
法
律
婚
主
義
を
確
立
す
る
方
策
と
し
て
、
媒
灼
人
に
挙
式
届
出
義
務
を
課
し
こ
れ
を
婚
姻
届
出
に
代
え
る
提

案
(
高
梨
・
日
本
婚
姻
法
論
一
二

O
、
一
六
三
頁
)
、
一
定
の
者
に
挙
式
の
権
限
を
与
え
こ
の
挙
式
権
者
に
よ
っ
て
婚
姻
の
登
録
を
行
な
う
と
い
う
提

案
(
島
津
「
婚
姻
成
立
に
関
す
る
届
出
主
義
」
家
裁
月
報
一
五
巻
三
号
二
九
頁
)
が
あ
る
。
挙
式
と
届
出
の
有
機
的
関
連
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
が

(
青
山
「
法
律
婚
主
義
と
事
実
婚
主
義
」
家
族
法
大
系

E
九
九
頁
)
、
現
状
の
挙
式
状
況
の
ま
ま
で
ま
た
当
事
者
の
届
出
意
識
に
は
か
か
わ
り
な
く
、

婚
姻
の
当
事
者
以
外
の
者
に
よ
っ
て
「
届
出
」
を
し
て
も
、
そ
れ
で
「
法
律
婚
主
義
」
を
確
立
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。

住)

(

8

)

こ
れ
は
二
つ
の
方
向
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
。
一
つ
は
、
お
よ
そ
当
事
者
の
合
意
に
も
と
づ
く
届
出
の
あ
る
か
ぎ
り
、
絶
対
的
に
身
分
行
為
は
有
効

に
成
立
す
る
と
し
、
お
よ
そ
仮
装
身
分
行
為
の
無
効
を
承
認
せ
ず
、
身
分
行
為
意
思
の
表
示
主
義
的
構
成
を
徹
底
す
る
。
そ
の
先
駆
は
や
は
り
栗
生
・

前
掲
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
明
確
に
理
論
化
し
た
の
は
谷
口
・
日
本
親
族
法
前
掲
で
あ
り
、
広
浜
「
民
法
総
則
編
考
」
日
本
的
私
法
制
度
論
考
の
ほ
か
、

戦
後
に
お
い
て
は
、
末
川
「
身
分
行
為
に
お
け
る
意
思
」
前
掲
に
よ
っ
て
強
く
支
持
さ
れ
、
中
尾
「
仮
装
離
婚
の
効
力
」
前
掲
、
山
本
「
協
議
離
婚
を

有
効
と
認
め
た
事
例
」
民
商
五
一
巻
二
号
な
ど
の
支
持
を
え
て
い
る
。
沼
教
授
も
方
向
と
し
て
こ
れ
に
賛
意
を
表
さ
れ
る
が
(
民
法
親
族
編
上
三
三

一
一
良
)
、
他
に
も
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
学
者
は
か
な
り
多
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
筆
者
も
実
質
的
に
は
こ
の
見
解
に
多
分
に
惹
か
れ
る
が

(
山
畠
・
養
親
子
関
係
の
成
立
お
よ
び
効
力
九
八
頁
以
下
て
お
よ
ぞ
仮
装
身
分
行
為
が
存
在
し
な
い
と
は
い
え
ぬ
し
、
ま
た
民
法
の
「
方
式
」
に
届

出
意
思
の
み

q
形
式
的
身
分
行
為
に
も
法
的
効
果
を
強
制
し
う
る
だ
け
の
価
値
を
認
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
な
お
疑
問
を
有
す
る
こ
と
は
後
述
の
ご
と

く
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
の
方
向
は
、
民
法
の
規
定
す
る
無
効
原
因
中
、
「
当
事
者
が
:
・
:
・
届
出
を
し
な
い
と
き
」
と
い
う
の
を
、
通
説
の
ご
と
く
届
出
が
そ
も
そ

も
存
在
し
な
い
場
合
で
は
な
く
、
文
字
ど
お
り
当
事
者
に
よ
る
届
出
が
な
い
と
き
、
し
た
が
っ
て
第
三
者
に
よ
っ
て
届
出
が
な
さ
れ
た
場
合
と
解
す
る

見
解
に
示
さ
れ
る
。
先
の
栗
生
・
前
掲
二
一
九
頁
、
於
保
・
前
掲
八
七
頁
は
、
こ
こ
で
は
成
立
要
件
的
見
地
に
立
っ
て
こ
の
見
解
を
と
り
、
中
島
・
民
法

釈
義
一
二
一
二
、
五
九

O
頁
が
、
こ
れ
と
同
旨
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
見
解
に
あ
っ
て
は
こ
の
種
の
婚
姻
は
意
思
欠
快
の
場
合
と
効
力
に
お
い
て
区
別
さ
れ

ず
(
栗
生
・
前
掲
二
二

O
頁
は
現
胡
輔
効
4

中
島
・
前
掲
一
一
二
三
盲
目
は
4
認
吋
鰯
対
叶
・
?
と
く
に
解
釈
上
区
別
す
べ
き
実
益
を
欠
い
て
い
た
が
(
そ
の
意
味

で
、
東
控
大
四
・
九
・
二
七
評
論
四
民
法
六

O
一
二
一
良
、
島
津
・
親
族
法
七
八
頁
は
、
届
出
欠
伏
、
意
思
欠
絞
の
双
方
に
該
当
す
る
と
み
る
)
、

身分行為における意思と届出

兼
子
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説

実
体
法
と
訴
訟
法
一
六
六
頁
お
よ
び
山
木
一
戸
-
一
人
事
訴
訟
法
一
四
頁
以
下
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
、
当
事
者
の
届
出
に
よ
る
身
分
行
為
の
成
立
と
区
別

し
て
、
「
届
出
欠
除
い
一
を
刑
叶
利
叫
不
成
立
:
月
一
当
然
M
J効
M

と
す
る
見
解
が
一
万
色
村
叫
o

諸
外
国
の
婚
姻
成
立
方
式
に
お
い
て
は
、
身
分
行
為
の
当

事
者
以
外
の
第
三
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
婚
姻
挙
式
な
ど
は
考
え
る
こ
と
も
で
き
ず
(
方
式
違
反
は
、
当
事
者
の
合
意
を
受
領
す
る
戸
籍
吏
の
側
に

お
い
て
生
じ
、
こ
の
場
合
に
は
、
と
も
か
く
も
行
な
わ
れ
た
婚
姻
手
続
に
よ
り
婚
姻
が
登
録
さ
れ
て
、
婚
姻
の
外
観
(
河
2
r
z
R
7
0
5
)
を
有
す
る
た

め
、
こ
れ
が
無
効
と
さ
れ
る
)
、
当
事
者
に
よ
る
身
分
行
為
の
不
存
在
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
婚
姻
の
不
存
在
(
自
己
己
目
。
巳

g
u
ロ
c
u
Z仲

間

Hgm)

と
み
ら
る
べ
き
場
合
に
属
し
よ
う
。
し
か
し
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
第
三
者
の
届
出
が
容
易
に
行
わ
れ
、
か
つ
当
事
者
の
身
分
関
係
が
こ
れ
に
符
合
す

る
場
合
が
す
く
な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
現
実
に
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
見
解
は
、
判
例
通
説
上
、
突
は
わ
が
無
効
婚
は
す
べ
て
不
存
在
婚
と
さ
れ
る
こ

と
に
対
す
る
批
判
的
側
面
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
こ
れ
が
当
事
者
死
後
の
届
出
と
な
れ
ば
身
分
行
為
の
不
成
立
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

養
子
縁
組
に
つ
い
て
山
畠
・
養
親
子
関
係
の
成
立
お
よ
び
効
カ
一
六
八
頁
以
下
参
照
。

通
説
的
届
出
要
件
の
概
要
に
つ
い
て
は
外
岡
「
婚
姻
の
届
出
に
つ
い
て
」
親
族
法
の
特
殊
研
究
二
二
二
頁
以
下
。

論

(

9

)

 

(
叩
〉
大
判
昭
一
六
・
七
・
二
九
民
集
一

O
一
九
頁
。
通
説
は
こ
れ
を
支
持
す
る
が
、
届
出
を
公
示
方
式
と
み
る
見
解
で
は
、
登
記
の
欠
献
と
同
様
、
当
然

に
身
分
行
為
の
効
力
は
否
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
栗
生
・
前
掲
一
七
三
頁
。

(
日
)
大
判
大
六
・
一
一
了
二

O
民
録
二
一
七
八
頁
(
養
親
心
神
喪
失
中
の
縁
組
届
に
関
す
る
)
が
リ

l
デ
ン
グ
・
ヶ
l
ス
と
さ
れ
る
が
、
他
に
大
判
明
四

0
・
一
一
・
六
民
録
一

O
九
四
頁
公
安
親
死
亡
後
の
縁
組
屈
に
関
す
る
)
、
昭
七
・
二
・
一
六
新
報
二
八
五
号
一

O
頁
(
養
親
意
識
不
明
時
の
縁
組
屈

に
関
す
る
)
、
昭
一

0
・
四
・
八
民
集
五
一
一
頁
(
意
思
無
能
カ
時
の
廃
家
屈
に
関
し
、
判
旨
は
民
法
九
七
条
二
項
の
類
推
を
否
定
)
、
昭
一
六
・
五
・

二

O
民
集
六
二
九
頁
(
夫
死
亡
後
に
内
縁
の
妻
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
婚
姻
届
に
関
す
る
)
が
あ
る
。

婚
姻
成
立
時
に
お
け
る
婚
姻
意
思
の
存
否
に
関
す
る
問
題
は
、
諸
外
国
の
い
わ
ゆ
る
代
理
婚
に
お
い
て
も
同
様
に
生
じ
う
る
。
や
は
り
わ
が
国
に
お

け
る
学
説
の
対
立
と
同
様
、
身
分
行
為
に
お
け
る
瞬
間
に
お
い
て
合
意
を
決
定
す
べ
し
と
す
る
も
の
と
(
合
意
が
あ
れ
ば
そ
の
効
力
は
意
思
表
示
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
効
力
を
生
ず
る
)
、
挙
式
時
ま
で
は
代
理
権
の
撤
回
な
き
か
ぎ
り
婚
姻
は
有
効
に
成
立
す
る
と
す
る
両
様
の
取
扱
が
み
ら
れ
る
の
は
興

味
深
い

(
F
Eお
♂

F
P
C
-
-
∞・

5ω

野
田
「
ェ
ス
パ
ニ
ア
婚
姻
法
」
新
比
較
婚
姻
法

E
一
二
頁
参
照
)
。

代
理
婚
と
は
、
一
方
当
事
者
の
み
戸
籍
吏
の
面
前
に
出
頭
し
、
他
方
当
事
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
婚
姻
意
思
を
証
明
す
る
書
面
を
も
っ
て
代
理
人
(

正
確
に
は
使
者
で
あ
る
。
本
来
の
意
味
の
代
理
婚
は
イ
ス
ラ
ム
法
に
み
ら
れ
る
)
が
出
頭
す
る
も
の
で
、
古
〈
オ
ラ
ン
ダ
、
近
く
は
フ
ラ
ン
ス
(
一
九

五
九
年
)
の
ご
と
く
一
般
的
に
重
大
な
事
由
が
あ
る
場
合
に
認
め
る
も
の
と
、
と
く
に
限
定
的
に
一
定
の
事
由
の
一
存
在
す
る
場
合
に
つ
い
て
認
め
る
も

‘ 

I 
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(1) 

の
(
イ
タ
リ
ア
は
軍
人
と
外
国
滞
在
者
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
で
も
戦
時
中
前
線
の
兵
士
の
た
め
に
司
2
5
E
E聞
が
認
め
ら
れ
た
)
が
あ
る
o

こ
の
ほ

か
カ
ノ
ン
法
は
最
初
か
ら
代
理
婚
を
認
め
て
い
る
関
係
で
(
帥
忌
窓
口

C
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
諸
国
は
す
べ
て
こ
の
方
式
を
認
め
、
ま
た
東
欧
の
諸
国

に
も
こ
の
方
式
を
認
め
る
も
の
が
あ
る
(
ユ

l
ゴ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
ェ
コ
)
。
以
上

E
F
-
F
P
C
-
-
ω
-
N
H
N
ロ・

な
お
臨
終
婚
(
自
己
2
8
0
ロ
即
日
出
宮
内
三
B
B
U
)
は
、
方
式
緩
和
の
た
め
に
古
く
か
ら
教
会
法
上
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
(
申

gmw∞
口
。
、
こ

れ
も
ラ
テ
ン
系
諸
国
に
一
般
に
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
特
別
立
法
と
し
て
認
め
る
例
が
あ
る
。
一
九
五

O
年
の
ド
イ
ツ
の
緊
急
婚
姻

(
Z
0
2
5ロ
E
問
)
は

そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
他
き
わ
め
て
異
例
に
死
後
婚
宮
阜
B
R
S
F
開
宮
す
ら
認
め
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
、
口
三
-P
白・

F

0
・w
m
凶

ω・
NNν

丘、

NA広岡町・

(
ロ
〉
山
畠
・
養
親
子
関
係
の
成
立
お
よ
び
効
力
八
五
頁
以
下
参
照
。

(
日
〉
名
控
明
四
一
・
五
・
五
最
近
判
二
・
一
三
七
頁
、
東
地
昭
二
ニ
・
二
・
八
評
論
二
七
民
三
八
二
頁
(
過
去
ニ
於
テ
適
法
ニ
作
成
セ
ラ
レ
タ
ル
婚
姻
届

書
ハ
一
片
ノ
反
占
ニ
帰
ス
)
な
ど
。

(

U

)

大
判
大
九
・
九
・
一
八
民
録
二
二
七
五
頁
、
昭
二
・
三
・
一
五
新
聞
二
六
八
八
号
九
頁
。
い
ず
れ
も
婚
姻
に
関
し
、
後
者
は
、
挙
式
後
両
親
が
届
出

を
し
、
女
が
な
お
数
カ
月
同
棲
を
継
続
し
た
事
案
で
あ
り
、
学
説
は
こ
の
場
合
に
お
け
る
当
事
者
の
実
質
的
身
分
行
為
意
思
の
存
在
の
ゆ
え
に
、
判
旨

を
疑
問
と
す
る
。
中
川
・
親
族
法
一
九
五
頁
、
我
妻
・
親
族
法
一
九
頁
。

(
お
)
婚
姻
に
つ
い
て
大
判
昭
一
一
・
コ
了
四
民
集
二
一
四
四
頁
、
縁
組
に
つ
い
て
昭
一
一
・
六
・
コ
一

O
民
集
一
二
九

O
頁
。
山
畠
・
前
掲
一
四

O
頁
参

照。

(
日
山
)
中
川
・
身
分
法
の
総
則
的
課
題
と
く
に
一
九
四
頁
以
下
。
な
お
正
確
に
は
、
身
分
的
効
果
意
思

(
E
F
B
E
)
と
身
分
的
生
活
事
実

(g弓
口
凹
)
が
身

分
行
為
の
効
力
発
生
の
要
件
と
さ
れ
る
が
、
両
者
の
独
立
し
た
存
在
は
否
定
さ
れ
る
。
前
掲
二
一

O
頁。

身分行為における意思と届出

身

分

行

為

の

意

思

直

身
分
行
為
の
意
思
に
関
し
て
は
、
民
法
は
わ
ず
か
に
「
意
思
欠
歓
」
を
無
効
事
由
と
し
、
詐
欺
・
強
迫
に
よ
る
意
思
の
暇
庇
を
取
消
事

ま
ず
意
思
欠
歓
の
例
示
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
人
違
い
」

由
と
す
る
に
と
ど
ま
り
、
他
に
別
段
の
規
定
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、

一
性
の
錯
誤
)
を
届
出
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
し
、

つ
ぎ
に
身
分
行
為
意
思
を
仮
装
身
分
行
為
の
効
力
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
し
、

同
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最
後
に
わ
が
民
法
上
「
身
分
行
為
意
思
」
と
は
そ
も
そ
も
な
ん
で
あ
る
か
を
総
括
的
に
研
究
す
る
。

ω
同
一
性
に
関
す
る
錯
誤
比
較
法
的
に
み
る
と
、
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
同
一
性
に
関
す
る
錯
誤
す
口

2
5
H
V
2
8
E
)

論

と
相
手
方
の
性
質
に
関
す
る
本
質
的
錯
誤
守
口

R

E
宮
島
g
g
)
お
よ
び
詐
欺
・
強
迫
に
よ
る
意
思
の
取
庇
を
と
も
に
婚
姻
の
取
消
事

由
と
す
る
例
が
多
い
が
、
わ
が
民
法
は
、
同
一
性
の
錯
誤
の
み
を
意
思
欠
散
に
よ
る
無
効
事
由
と
し
て
例
示
し
、
別
に
詐
欺
・
強
迫
に
よ

る
意
思
の
取
庇
を
取
消
事
由
と
し
て
規
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
に
加
え
て
、
民
法
上
、
離
婚
が
も
と
も
と
容
易
で
あ
る
た
め
、
性
質

に
関
す
る
本
質
的
錯
誤
は
、
と
き
に
詐
欺
を
理
由
と
し
て
婚
姻
の
取
消
事
由
、
あ
る
い
は
婚
姻
を
継
続
し

J

が
た
い
重
大
な
事
由
と
し
て
離

婚
原
因
と
な
り
う
る
こ
と
は
別
と
し
て
、
意
思
欠
散
に
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。

問
題
は
「
同
一
性
の
錯
誤
」
で
あ
る
。
一
体
「
人
違
い
」
と
い
う
こ
と
は
い
か
な
る
場
合
に
生
じ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
立
法
者
は
、
文

字
ど
お
り
の
社
会
的
意
味
に
お
け
る
人
違
い
を
考
え
て
、
し
か
も
「
外
国
ノ
法
律
-
一
於
テ
ハ
人
違
ヲ
以
テ
婚
姻
無
効
ノ
原
因
ト
認
メ
サ
ル

〈

2
)

モ
ノ
稀
ナ
リ
ト
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
」
規
定
を
お
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
相
手
方
の
同
一
性
に
関
す
る
錯
誤
が
「
意
思
欠
歓
」
に
あ
た
る

か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
句
、
ま
た
同
一
性
の
錯
誤
と
性
質
の
錯
誤
の
区
別
は
、
比
較
法
上
も
困
難
な
問
題
で
あ
っ
(
也
、
意
思
欠
散
の
例
示

と
し
て
は
無
用
の
も
の
で
あ
り
、
諸
学
者
に
概
念
法
学
的
な
設
例
を
考
え
だ
さ
せ
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
つ
は
有
形
の
錯

た
と
え
ば
、
古
く
岡
村
、
奥
田
両
博
士
は
同
一
性
の
錯
誤
と
し
て
、
要
約
す
れ
ば
つ
ぎ
の
ご
と
き
設
例
を
挙
げ
る
o

A
男
は
既
知
の

B
女
と
婚
姻
す
る
意
思
で
あ
っ
た
が
届
出
に
お
い
て
は

B
を
C
と
誤
り
て
署
名
し
た
場
合
、
あ
る
い
は

B
が

誤
で
あ
り
、

A
C
聞
の
婚
姻
と
し
て
届
け
ら
れ
た
場
合
、
他
は
無
形
の
錯
誤
で
あ
り
、

A
男
は
未
知
の

B
女
と
婚
姻
す
る
意

C
女
を
B
と
信
じ
て
、

A
C
聞
の
婚
姻
届
が
な
さ
れ
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
常
識
的
に
考
え
て
み
つ
け
ら
れ
る
設
例

は
こ
れ
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
り
、
以
後
の
学
説
に
お
い
て
も
、
積
極
的
例
示
を
試
み
る
も
の
は
す
く
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
通
説
は
、

C
と
称
し
て
い
た
た
め
、

思
で
あ
っ
た
が
、

前
者
は
実
体
的
に
錯
誤
は
な
く
、
表
示
に
つ
い
て
錯
誤
を
生
じ
た
の
み
で
あ
り
、
後
者
は
実
体
に
つ
い
て
錯
誤
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
相

‘ 

~ 
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手
方
の
同
一
性
に
つ
い
て
で
は
な
く
(
同
一
性
に
関
す
る
認
識
が
な
い
)
、
相
手
方
に
関
す
る
性
質
に
つ
い
て
の
既
存
の
知
識
と
実
体
と
の

聞
に
生
じ
た
錯
誤
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
o

一
般
的
に
同
一
性
の
錯
誤
と
し
て
は
、
む
し
ろ
実
際
上
考
え
ら
れ
る
典
型
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
判

例
に
あ
ら
わ
れ
た
ケ
l
ス
も
い
わ
ゆ
る
表
示
の
錯
誤
か
相
手
方
の
性
質
に
関
す
る
錯
誤
に
関
す
る
が
叫
こ
れ
ら
が
同
一
性
の
錯
誤
に
な
ら

右
の
二
つ
の
設
例
は
、

ぬ
と
す
れ
ば
、
同
一
性
の
錯
誤
と
は
い
か
な
る
場
合
を
い
う
の
か
。
前
掲
の
ケ
l
ス
を
同
一
性
の
錯
誤
か
ら
排
除
す
る
谷
口
・
薬
師
寺
両

教
授
に
よ
っ
て
あ
げ
ら
れ
る
例
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
o

谷
口
教
授
は
、
単
な
る
表
示
の
錯
誤
、
性
質
に
関
す
る
本
質
的
錯
誤
を
排
除
し
た
う
え
で
、

A
男
が
真
実
既
知
の

B
女
を

C
女
と
信
じ

そ
の
夕
刻
の
結
婚
式
に
臨
ん
だ
と
こ
ろ
、

で
あ
っ
た
場
合
こ
そ
、
唯
一
の
同
一
性
の
錯
誤
の
例
と
さ
れ
る
。
ま
た
薬
師
寺
教
授
の
あ
げ
る
例
は
、
付

て
婚
姻
届
を
提
出
し
て
後
、

相
手
方
は
既
知
の

B
で
は
な
く
、
似
て
も
つ
か
ぬ

C
女
そ
の
人

A
男
B
女
が
見
合
す
る
に
際

し
て

A
は
附
添
の

C
を
B
と
誤
信
し
、
一
婚
姻
の
承
諾
を
し
て
婚
姻
〔
届
出
〕
を
為
し
た
る
場
合
、

O

B

が
A
男
に
戯
れ
に

C
女
の
名
を

A
は
C
女
に
婚
姻
を
申
込
み
そ
の
承
諾
を
え
て
婚
姻
届
出
を
為
し
た
る
場
合
で
あ
る
。

告
げ
た
た
め
、

仕)

こ
れ
ら
の
事
例
は
錯
誤
の
動
機
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
単
純
化
し
て
い
え
ば
、

A
は
実
質
的
に

B
と
婚
姻
し
よ
う
と
し
、

身分行為における意思と届出

他
方
C
は
A
と
婚
姻
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
真
の
同
一
性
の
錯
誤
と
さ
れ
る
の
は
、
表
示
意
思
の
合
致

は
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
内
容
に
お
い
て
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
に
対
す
る
婚
姻
意
思
を
有
し
て
い
な
い
が
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
o

実
体
的
な
婚
姻
と
異
な
る
表
示
が
な
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
表
示
の
錯
誤
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
表
示
の
錯
誤
に
お
い
て
は
、
表
示

さ
れ
た
一
方
に
つ
い
て
表
示
意
思
も
存
在
し
な
い
に
反
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
表
示
意
思
は
あ
っ
て
た
だ
そ
の
内
容
に
錯
誤
が
あ
る
と
み

ら
れ
る
点
に
あ
る
o

し
た
が
っ
て
こ
の
見
解
は
、
身
分
行
為
の
効
果
意
思
と
表
示
意
思
を
分
離
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
o

ま
さ
し

く
、
民
法
上
生
じ
う
る
真
の
意
味
で
の
「
人
違
い
」
の
事
例
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
届
出
」
に
お
け
る
人
違
い
で
あ
っ
て
、
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そ
こ
に
概
念
上
は
正
確
な
こ
の
「
人
違
い
」
の
実
際
問
題
と
し
て
の
疑
問
を
生
ず
る
。

実
体
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、

日
wu

勾
d

n
L
 

す
な
わ
ち
、
単
な
る
表
示
の
錯
誤
も
表
示
意
思
に
お
け
る
内
容
の
錯
誤
も
、
婚
姻
の
実
体
と
一
致
し
な
い
点
に
お
い
て
は
差
異
が
な
い
。

mnr 
q
L
 

D
O
 

法レU

論

た
だ
前
者
に
は
ま
ず
実
体
が
あ
っ
て
こ
れ
と
異
な
る
表
示
が
な
さ
れ
る
に
反

L
て
、
後
者
に
あ
っ
て
は
、

ま
ず
表
示
が
あ
っ
て
こ
れ
と
異

な
る
実
体
が
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
場
合
、
と
く
に
表
示
意
思
(
届
出
意
思
)
の
存
否
に
重
点
を
お
い
て
み
て
も
、
表
示
さ
れ

た
婚
姻
が
成
立
し
な
い
古
川
に
お
い
て
は
双
方
な
ん
ら
呉
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
逆
に
、
谷
口
教
授
の
設
例
に
お
い
て
、
も
し
結
婚
式
に
あ

ら
わ
れ
た
別
人
と
不
本
意
な
が
ら
挙
式
を
す
ま
せ
同
棲
も
続
け
た
場
合
、
届
出
当
時
の
錯
誤
の
ゆ
え
に
、
後
日
に
お
け
る
無
効
主
張
が
許

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
o

こ
れ
は
明
ら
か
に
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
単
な
る
表
示
の
錯
誤
の
場
合
に
は
、
実
体
に
見
合
う
ご
と
き
表
示
の
訂

正
(
戸
籍
訂
正
)
が
許
さ
れ
る
が
、
表
示
意
思
に
お
い
て
錯
誤
が
あ
れ
ば
、
身
分
行
為
は
無
効
で
あ
っ
て
、
戸
籍
訂
正
の
余
地
は
な
い
こ
と

こ
れ
も
疑
問
で
あ
る
o

あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
無
効
行
為
の
追
認
理
論
に
よ
っ
て
救
済
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
込

表
示
意
思
の
独
自
的
存
在
を
認
め
る
か
、
ぎ
り
、
表
示
意
思
の
欠
歓
は
本
来
の
理
論
か
ら
い
え
ば
、
意
思
表
示
の
錯
誤
と
い
う
よ
り
も
、
む

《
刊
〉

し
ろ
意
思
表
示
の
不
一
致
・
不
成
立
と
み
ら
る
べ
き
場
合
で
あ
っ
て
、
追
認
の
余
地
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
以
上
は
か
り
に
こ
れ
ら
の
事

に
な
る
が
、

例
が
起
っ
た
場
合
の
理
論
上
の
問
題
に
す
ぎ
ぬ
が
、
実
際
上
の
問
題
と
し
て
み
る
と
き
も
、
右
の
設
例
に
は
疑
問
が
生
ず
る
。
谷
口
教
授

の
例
で
は
、

A
B
聞
の
婚
姻
が

A
B
の
届
出
意
思
に
も
と
ず
つ
い
て

A
C
聞
の
婚
姻
と
し
て
届
出
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
B
の
届
出
意
思
は
ま
っ
た
く
観
念
的
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
届
書
作
成
行
為
に
関
与
し
て
い
な
い
場
合
以
外
に
は
起
り
え
な
い
。

ま
た
薬
師
寺
教
授
の
設
例
は
、
実
際
に
表
示
意
思
の
合
致
に
も
と
づ
く
届
出
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、

」
の
場
合
に
は
そ
も
そ
も
い
ま
だ

身
分
関
係
の
実
体
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
実
質
的
な
身
分
関
係
と
切
離
し
て
そ
の
効
力
を
論
ず
る
意
味
に
乏
し
い
。

も
と
も
と
諸
外
国
で
同
一
性
の
錯
誤
が
考
え
ら
れ
る
の
は
、
稀
有
の
事
例
に
は
せ
一
切
婚
姻
成
立
(
意
思
表
示
〉
の
時
点
に
お
い
一
立

身
分
行
為
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
、
人
違
い
が
想
像
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
わ
が
民
法
上
は
、
届
出
は
身
分
行
為
の
成
立
要
件
と

‘ 
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し
た
が
っ
て
錯
開
出
ぷ
厳
格
に
意
思
表
示

は
い
わ
れ
る
が
、
諸
外
国
の
ご
と
き
意
思
表
示
の
方
式
と
い
う
意
味
で
の
成
立
要
件
で
は
な
い
。

理
論
を
適
市
す
れ
ば
1
掛
川
果
意
思
の
決
一
刃
と
、
表
示
意
思
の
次
元
U

む
に
お
い
て
二
重
に
成
立
し
う
る
。

し
か
し
前
者
は
後
者
を
離
れ
て
は

意
味
が
な
い
。
問
題
は
、

後
者
に
つ
い
て
こ
れ
だ
け
で
法
律
的
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
れ
は
実
体
を
離
れ
て
ま
っ
た

く
届
出
と
い
う
形
式
的
行
為
に
つ
い
て
の
み
生
じ
う
る
こ
と
で
、
当
事
者
が
そ
こ
で
身
分
行
為
を
し
て
い
る
な
ら
起
り
え
な
い
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
こ
そ
わ
が
届
出
婚
に
お
い
て
の
み
生
じ
う
べ
き
独
自
の
同
一
性
の
錯
誤
だ
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
前
の
場
合

と
同
様
、
単
純
に
、
実
体
と
表
示
の
不
一
致
で
あ
り
、
届
出
に
つ
い
て
み
れ
ば
当
事
者
の
一
方
に
つ
い
て
実
質
的
(
効
果
)
意
思
を
欠
く

か
ら
無
効
、
も
し
こ
れ
と
反
す
る
実
体
が
存
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
実
体
に
応
じ
て
一
方
の
表
示
を
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

逆
に
表
示
ど
お
り
の
実
体
が
事
後
に
形
成
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
時
期
に
も
よ
ろ
う
が
、
最
初
か
ら
身
分
行
為
は
有
効
と
す
る
か
、
も
し

く
は
無
効
行
為
の
追
認
に
よ
っ
て
遡
っ
て
有
効
と
い
う
こ
と
で
、

お
か
し
く
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
要
す
る
に
、

わ
が
民
法

上
、
本
来
の
意
味
で
の
要
式
的
身
分
行
為
が
存
在
し
な
い
以
上
、
身
分
行
為
に
お
け
る
同
一
性
の
錯
誤
な
る
も
の
は
あ
り
え
ず
、
た
だ
届

出
と
実
体
す
な
わ
ち
身
分
行
為
の
実
質
的
意
思
と
の
不
一
致
を
生
ず
る
の
み
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
不

)
 

噌

i(
 

」
れ
を
当
事
者
の
一
方
に
つ
い
て
の
意
思
欠
歓
と
い
う
な
ら
、

一
致
は
あ
る
意
味
で
は
す
べ
て
「
人
違
い
」
で
あ
り
、

う
事
例
は
起
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
人
違
い
」
と
い

費分行為における意思と届出

(

1

)

婚
姻
に
つ
い
て
谷
口
・
親
族
法
二
五
五
頁
、
薬
師
寺
・
日
本
親
族
法
上
回
二
三
頁
、
註
釈
親
族
法
上
ハ
山
中
)
一
六
二
貝
、
我
妻
・
親
族
法
一
五

頁
。
縁
組
に
つ
い
て
中
島
・
民
法
釈
義
四
巻
五
八
八
頁
、
薬
師
寺
・
前
掲
下
八
四
-
頁
、
外
岡
「
養
子
」
家
族
制
度
全
集
法
律

E
七

O
頁
な
ど
。

(

2

)

梅
・
民
法
要
義
四
巻
一
二
ハ
頁
上
「
甲
乙
間
五
一
於
テ
甲
ハ
丙
ト
婚
ス
ル
ノ
意
思
ヲ
有
シ
乙
三
丁
ト
婚
ス
ル
ノ
意
思
ヲ
有
一
セ
シ
場
合
〔
果
し
て
あ
り
う

る
や
?
〕
文
ハ
甲
ハ
乙
ト
婚
ス
ル
ノ
意
思
ヲ
有
ス
ル
ト
雄
モ
乙
ハ
丁
ト
婚
ス
ル
ノ
意
思
ヲ
有
ジ
若
ク
ハ
乙
ハ
甲
ト
婚
ス
ル
ノ
意
思
ヲ
有
ス
ル
ト
雄
モ
甲

ハ
丙
ト
婚
ス
ル
ノ
意
思
ヲ
有
ス
ル
場
合
」
と
例
示
寸
る
。
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説

(
3
〉
錯
誤
と
意
思
欠
依
と
の
関
連
は
か
ね
て
か
ら
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
(
最
近
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
研
究
と
し
て
は
、
村
上
「
ド
イ
ツ
普
通
法

学
の
錯
誤
論
」
法
協
七
六
巻
三
号
、
同
「
和
解
と
錯
誤
」
契
約
法
大
系

V
一
九
一
頁
)
、
錯
誤
は
、
い
わ
ゆ
る
表
示
の
錯
誤
(
表
示
機
関
に
よ
る
錯
誤

も
同
様
)
を
除
い
て
、
す
べ
て
内
心
の
意
思
の
形
成
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
穣
庇
に
す
ぎ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
内
容
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
動
機

の
錯
誤
と
区
別
し
、
意
思
欠
絞
に
あ
た
る
と
解
す
る
見
解
が
多
い
が
、
内
容
の
錯
誤
、
と
く
に
い
わ
ゆ
る
同
一
性
の
錯
誤

E
g
c
g
E
H
E
E
U
と
い

え
ど
も
、
動
機
の
錯
誤
富
三

Z
E
Z
B
の
一
種
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
く
(
舟
橋
「
意
思
表
示
の
錯
誤
」
九
大
記
念
論
文
集
中
ハ
二
J

頁
、
川
島

「
意
思
欠
依
と
動
機
の
錯
誤
」
民
法
解
釈
等
の
諮
問
題
一
九
二
頁
。
た
だ
し
川
島
、
民
法
総
則
二
八
五
頁
は
こ
れ
と
異
な
る
)
、
「
要
素
の
錯
誤
」
の
成

否
の
度
合
は
別
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
性
状
に
関
す
る
錯
誤
と
の
聞
に
本
質
的
差
異
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
法
律
行
為
の
内
容
(
向
一

怯
配
性
状
〉
に
関
す
る
誤
一
づ
た
認
識
に
よ
守
て
、
ひ
と
し
く
内
心
的
意
思
の
穣
庇
よ
り
生
じ
た
意
思
表
示
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
意
思
欠
飲
が
存
在
す

る
「
の
で
は
が
け

i
Q川
町
し
有
力
な
反
対
説
と
し
て
柚
木
「
動
機
の
錯
誤
」
判
例
演
習
〔
民
法
総
則
〕
一

O
九
頁
〉
。

こ
の
こ
と
は
身
分
行
為
に
つ
い
て
み
る
と
き
に
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
。
た
と
え
ば
婚
姻
無
効
事
由
た
る
「
人
違
い
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
意

思
欠
飲
」
の
例
示
と
し
て
疑
い
が
な
い
か
の
ご
と
く
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
(
一
々
引
用
は
避
け
る
が
、
こ
の
点
に
疑
問
を
も
っ
見
解
を
み
な

い
)
、
必
こ
に
相
手
方
の
性
質
に
関
す
る
錯
誤
と
の
本
質
的
差
異
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
も
、
相
手
方
と
婚
姻
の
意
思
を
有
し
た
点
に
お
い

、
、
、
、
、

て
変
り
は
な
く
、
た
だ
そ
の
相
手
方
を
全
人
的
に
あ
る
特
定
の
人
物
と
誤
信
し
た
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
相
手
方
の
特
定
の
性
質
に
つ
い
て
誤
れ
る
イ

、

、

、

、

、

メ

1
ジ
を
抱
き
、
そ
の
た
め
に
あ
る
特
定
の
性
質
を
具
備
す
る
人
物
と
誤
信
し
た
か
に
、
差
異
を
認
め
う
る
の
み
で
あ
る
。
ひ
と
し
く
い
わ
ゆ
る
「
動

機
の
錯
誤
」
に
属
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る

(
U
2
-
P
田・ω・

0
二山

ω・
ω
ロ
-SO)
。
た
だ
、
両
者
は
と
も
に
内
心
的
意
思
に
生
じ
た
液
庇
で
あ
り
な

が
ら
も
、
そ
の
破
庇
の
救
済
に
つ
い
て
、
双
方
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
同
一
の
法
的
評
価
を
与
え
え
な
い
点
に
の
み
差
異
が
存
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
民
法
は
、
明
ら
か
に
錯
誤
を
「
意
思
欠
鉄
」
と
み
て
い
る
の
で
あ
り
(
一

O
一
条
一
項
、
一
二

O
条
、
七
四

O
条
一
号
、
八

O
二
条
一
号
)
、

い
か
な
る
意
味
で
意
思
欠
依
な
の
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
伝
統
的
な
意
思
表
示
理
論
に
依
拠
す
る
か
ぎ
り
不
可
能
で
あ

る
。
そ
れ
は
意
思
と
表
示
の
不
一
致
と
し
て
で
は
な
く
、
意
思
表
示
と
真
意
(
舟
橋
・
民
法
総
則
一

O
五
頁
)
ま
た
は
事
実
(
我
妻
・
旧
民
法
総
則
二

九
六
頁
)
も
し
く
は
意
思
表
示
に
お
け
る
目
的
(
我
妻
・
民
法
案
内

E
一
八
七
頁
)
さ
ら
に
は
表
意
者
の
意
図
(
我
妻
・
民
法
総
則
二
九
八
頁
)
と
の

不
一
致
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
も
「
意
思
表
示
」
を
抜
き
に
し
た
理
論
構
成
と
の
非
難
は
免
れ
な
い
し
(
柚
木
「
動

機
の
錯
誤
」
前
掲
一
一
五
頁
〉
、
液
庇
あ
る
意
思
表
示
と
の
差
異
を
説
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
以
上
に
は
説
明
の
仕
様
が
な
い
問
題
で

あ
る
。
前
掲
の
所
説
の
う
ち
で
は
、
一
般
的
に
も
「
表
示
と
事
実
の
不
一
致
」
と
い
う
の
が
最
も
簡
明
の
ご
と
く
思
わ
れ
る
が
、
身
分
行
為
の
「
人
達

論

‘ 

4( 
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い
」
に
つ
い
て
は
、

l

周
E
b身
ぶ
相
為
む
分
開
と
く
に
厨
出
の
も
ワ
「
公
一
示
」
的
側
面
の
?
え
に
、

川
引
現
議
。
‘

i
b
v

文
字
ど
お
り
T
斗
頭
割
引
蕊
示
似
つ
沢
ベ
劃
」
と

)
 

4
E
-
-(
 

(

4

)

若
干
の
立
法
例
に
つ
い
て
み
る
と
(
概
観
的
に
は
り
さ
0
・
F
P
C
-
-
ω
・
ωロ
ロ
が
便
利
)
、
ド
イ
ツ
民
法
は
も
と
も
と
同
一
性
の
錯
誤
と
性
質
の

錯
誤
の
両
者
に
つ
い
て
本
質
的
差
異
を
認
め
ず
、
た
だ
、
か
よ
う
な
液
疲
婚
の
取
消
に
つ
い
て
、
主
観
的
に
当
事
者
が
そ
の
錯
誤
を
知
り
、
か
っ
客
観

的
に
婚
姻
の
本
質
に
つ
い
て
の
合
理
的
判
断
を
加
え
た
場
合
に
、
婚
姻
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
い
わ
ば

実
質
的
に
同
一
性
の
錯
誤
を
性
質
に
関
す
る
本
質
的
錯
誤
と
同
一
に
評
価
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い

Z
5
8
貝

ug。
し
か
る
に
一
九

三
八
年
の
婚
姻
法
は
、
同
一
位
の
錯
誤

rHH巨
g
t
g
H
向

日

広

岡

VRmOロ
と
性
質
に
関
す
る
錯
誤

H
H
H
Z
E
三
河
同
企
叩
唱
。
HmU巳
円
yoロ
何
回
問
。
ロ
mn宮町円。ロ

と
を
規
定
の
う
え
で
も
区
別
し
、
前
者
は
表
示
上
の
錯
誤
即
宝
仙

HEm回
百
仲
良
国
お
よ
び
婚
姻
の
意
思
表
示
そ
れ
自
体
の
錯
誤
の
g
h
r民
庄
司
Z
E
(婚

姻
を
す
る
意
思
な
く
し
て
錯
誤
に
よ
り
(
心
裡
留
保
・
虚
偽
表
示
を
排
除
)
婚
姻
の
意
思
表
示
を
し
た
場
合
で
あ
り
、
意
思
表
示
の
意
味
の
誤
解
お
よ

び
表
示
の
錯
誤
と
し
て
と
も
に
「
意
思
欠
絞
」
に
あ
た
る
。
り
o--0・
F
F
O
-
-
∞
-
∞
広
は
削
除
論
)
と
同
一
に
規
定
さ
れ
(
胡
お
お
照

U
V

切
と
合
体
。

帥
ω由
開
rゅの

8
・
申

ωHHwyoCAF晶
)
、
後
者
は
独
立
し
て
い
わ
ゆ
る
本
質
的
錯
誤
の
み
が
取
消
事
由
と
さ
れ
た
こ
と
は
(
帥
勾

HWYゅの

8
・
申

ωN

開
Z
O
怠
)
、
前
者
の
実
用
的
意
義
一
に
お
い
て
は
も
と
よ
り

(
E
Z
aロ
ョ
と
い
う
べ
き
を
な
』
%
と
答
え
た
と
か
、
婚
約
式
の
つ
も
り
で
婚
姻
挙
式
に

臨
ん
だ
と
か
、
ま
た
人
違
い
と
か
は
、
法
的
事
件
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
は
予
想
で
き
な
い
)
、
同
一
性
の
錯
誤
を
意
思
欠
献
と
同
視
し
た
点
に
お
い

て
も
、
婚
姻
の
錯
誤
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
、
無
用
・
逆
行
の
立
法
で
あ
っ
た
と
の
非
難
を
免
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
同
一
性
の
錯
誤
と
性
質
に
関

す
る
本
質
的
錯
誤
と
は
、
後
者
に
つ
い
て
は
前
者
と
共
通
の
追
認
に
よ
る
取
消
権
消
滅
の
ほ
か
、
取
消
請
求
の
倫
理
的
正
当
性
が
要
求
さ
れ
る
点
に
差

異
が
あ
る
が
、
同
一
性
の
錯
誤
が
実
際
上
問
題
と
な
り
え
な
い
以
上
、
そ
の
実
益
は
も
っ
ぱ
ら
性
質
上
の
本
質
的
錯
誤
の
主
張
を
制
限
す
る
点
に
あ
る

に
す
ぎ
な
い
。
ド
イ
ツ
婚
姻
法
上
の
同
一
性
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
今
日
ま
で
盲
人
・
双
生
児
の
場
合
を
例
示
す
る
こ
と
に
つ
い
て
一
致
し

て
い
る
(
ど
の
教
科
書
、
註
釈
量
閏
に
お
い
て
も
同
一
な
の
で
引
用
を
省
く
。
た
だ
一
種
の
代
理
婚
姻
た
る
隔
地
婚
明

q
E
E
E戸
口
聞
に
お
け
る
人
違
い

の
可
能
性
を
指
摘
す
る
も
の
が
一
部
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
わ
が
民
法
上
の
人
違
い
の
例
で
あ
る
)
。

ド
イ
ツ
民
法
流
の
立
法
例
と
し
て
は
、
他
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ス
イ
ス
が
あ
り
、
前
者
は
一
九
三
八
年
の
ド
イ
ツ
婚
姻
法
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
維
持

し
(
オ
ー
ス
ト
リ
ア
婚
姻
法
上
の
同
一
性
の
錯
誤
に
つ
い
て
は

ω
n
r
iロ
《
伊
関
O
B
B
-
N
E出
む

凹

Z
H円。
-
n
E
R
r口
開
Z
H
R
E
-
∞・

5
∞
後
出
(
註

M
)

の
創
世
紀
の
事
例
の
ほ
か
、
や
は
り
明
白
E
S
E
H
H
M聞
を
例
示
す
る
、
)
ス
イ
ス
民
法
も
ほ
ぼ
同
一
の
規
定
を
設
け
る
(
帥
尽
AFF
口

N
C
g
。
こ
こ
で

も
婚
姻
挙
式
そ
れ
自
体
の
錯
誤
(
国
会
で
削
除
論
も
あ
っ
た
が
、
網
羅
的
規
定
を
設
け
る
趣
旨
に
お
い
て
存
置
さ
れ
た
。
開
慰
問
R
U
N
E
ユ
岳
民
同
c
g
g

身分行為における意思と届出
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説E命

戸

ケ

ω・
∞
∞
)
と
同
一
性
の
錯
誤
が
同
一
に
評
価
さ
れ
て
お
り
、
例
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
詐
欺
に
よ
る
錯
誤
の
例
が
多
く
、
判
例
上
も
も
っ
ぱ
ら
性
質

に
関
す
る
錯
誤
で
あ
る
が
(
吋
ロ
D
P
ロ
日
汚

rdSF自
ユ

R
Z
N守
口
問
。
指
定
『
民

F
ω
-
E∞
)
、
し
か
し
学
説
は
、
同
一
性
の
錯
誤
を
単
に
肉
体
上
の
錯
誤

に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ゆ
る
身
分
的
同
一
性
の
錯
誤
同
月

2
5
位

Z
H

《

r
O
N
E
-
F
E
3
5堂
本
来
か
ら
い
え
ば
性
質
の
錯
誤
に
拡
張
し
、
幼

馴
染
と
か
、
書
信
の
み
を
通
じ
て
知
る
相
手
の
姉
妹
が
替
玉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ご
と
き
場
合
に
も
、
同
一
性
の
錯
誤
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
(
開
慰
問
2
・
FE件・

0
b
F
∞
R
口
角
穴
D
E
B
-
H
H・
H-ω
・

Nミ
)
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
同
一
性
の
錯
誤
の
独
自
的
存
在
理
由
を
否
定
す
る

も
の
と
い
え
よ
う
。

ド
イ
ツ
法
と
対
照
的
な
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
で
あ
り
、
婚
姻
意
思
の
破
庇
に
も
と
づ
く
取
消
事
由
と
し
て
は
、
強
迫
己
三
百
円
。
と
同
一
性
の
錯
誤

2
耳
目
含

E
-印
刷
出

2
0
5。
を
認
め
る
の
み
で
、
性
質
に
関
す
る
錯
誤
を
問
題
と
せ
ず
ま
た
詐
欺
を
除
外
す
る
点
に
お
い
て
、
特
徴
的
で
あ
る
二
回
き

の
こ
。
詐
欺
を
除
外
す
る
の
は
、
比
較
法
的
に
は
、
ロ

1

7
法
系
諸
国
の
ほ
か
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
な
ど
む
し
ろ
多
数
で
あ
り
、
性
質
の
錯
誤
を
除
外
す

る
点
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
系
の
ベ
ネ
ル
ッ
ク
ス
諸
国
、
イ
タ
リ
ア
の
場
合
が
同
様
で
あ
り
、
そ
の
沿
革
は
教
会
法
に
さ
か
の
ぼ
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は

栗
生
・
前
掲
一
七
七
頁
以
下
「
意
思
欠
依
及
意
思
破
庇
に
基
づ
く
婚
姻
取
消
」
が
詳
し
い
)

0

フ
ラ
ン
ス
民
法
の
本
規
定
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
谷
口
教
授

に
よ
っ
て
詳
細
に
解
説
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
(
谷
口
・
仏
蘭
西
民
め
町
人
事
編
一
五
九
頁
以
下
)
、
す
で
に
ポ
テ
イ
エ
の
古
典
的
な
錯
誤
の
区
別

(21

5
R
g二
印
刷
括
協

D自
己
ぬ
と
向
日
目
百
円

-
g
A
g
-
-円

g

p

z
宮
ロ
ロ
ロ
ロ
&
は
顧
み
ら
れ
ず
、
い
わ
ゆ
る
肉
体
的
同
一
性
の
錯
誤
耳
目

E

E
円
宮

刃
a
cロ
ロ
ゆ
旬
}
M
3
5
5
は
創
世
紀
の
事
例
に
で
も
さ
か
の
ぼ
ら
ぬ
か
ぎ
り
起
り
え
ず
、
け
っ
き
ょ
く
は
身
分
的
同
一
性
の
錯
誤

2
2
5
2『

-
t
g
z
b

D
i
r
(他
に
法
律
的
同
一
性
の
錯
誤

2
2
5
ω
日

-
t
g
z
b
』
日
正
五
戸
。
家
族
に
関
す
る
錯
誤

2
5民

E
円
F
Fヨ
ニ
『
と
も
よ
ば
れ
る
。
後
者
は

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
用
語
で
あ
る
が
、
か
れ
は
こ
れ
以
外
に
同
一
性
の
錯
誤
な
ど
起
り
え
ぬ
こ
と
を
主
張
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
司

F
E
D
-
同
↑
湾
立
i
開
。
己
ωロl

m
R
H，EFTゆ
【

r
e
c
H円

a
i
-
-
F
H
u
司・

kgH)
か
、
性
質
に
関
す
る
本
質
的
錯
誤

2
自
己
司

2
Z
E
m
5
5巾
占

E
E芯

E何
百
円

S
S
W
-
r
か
の
選

択
を
せ
ま
ら
れ
、
一
八
六
二
年
の
民
事
連
合
部
判
決
以
後
一

O
O年
近
く
に
わ
た
っ
て
、
人
に
関
す
る
錯
誤
と
は
、
家
族
的
身
分
な
ど
人
の
身
分
の
要

素
に
関
す
る
錯
誤

2
5
5
2円
『
白
色

b
g
g
Z
L
o
-
-
m
m
g丹
江
丘
一
に
か
ぎ
る
と
す
る
原
則
が
確
立
し
、
こ
れ
以
外
に
は
わ
ず
か
に
婚
歴
に
関
す
る
錯

誤
が
救
済
さ
れ
た
に
と
ど
ま
る
(
吋
ロ

σ・
ロ
ヲ
切

o
a
gロ
H
L
Z

申
・
出
-
S
N
S
o
し
か
し
後
者
は
す
で
に
家
族
身
分
的
問
一
性
の
錯
誤
を
脱
し
て
、
性

質
に
関
す
る
錯
誤
で
あ
る
か
ら
、
学
説
は
、
ド
イ
ツ
民
法
流
に
性
質
に
関
す
る
本
質
的
錯
誤
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
下
級
審
判
例
に
も
婚
姻

直
前
に
お
け
る
強
盗
、
殺
人
計
画
(
吋
ユ

r-nz-
回
日
自
己
河
内
山
口

N白
・
斗

-
S
A
F日
)
、
生
来
的
か
つ
不
治
の
性
交
不
能
(
叶
，
HFr・円
2
・
。
河
口

o
r
r
E

お
-
U
2
8・
ロ
・

5
印
∞
)
に
人
に
関
す
る
錯
誤
を
適
用
す
る
例
が
見
出
さ
れ
る
が
、
一
八
六
二
年
の
「
神
話
」
が
崩
壊
す
る
に
は
な
お
前
途
は
け
わ

‘ 

イ
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し
い
よ
う
で
あ
る

(mz問
-
F巾
E
F
色
。

z
g一oロ
芯
門

r
a
-
-
R
B
』
日
正

5
5
2
P
3門
口
三
一
片
足
ロ
A
W
2
2
ω
-
F
B
B
L
-
P
H
N
H
『
『
よ

T
H
2
2・
ω-

FO--ω
・
怠
同
町
・
)

0

な
お
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
「
人
の
錯
誤
」
は
、
身
分
の
不
知
(
人
違
)
の
ほ
か
、
犯
罪
、
性
交
不
能
不
治
の
伝
染
疾
患
を
も
含
む
と
解
さ
れ

て
い
る
野
田
「
ポ
ル
ト
ガ
ル
共
和
国
婚
姻
法
」
新
比
較
婚
姻
法

E
二
三
頁
)
。
こ
で
も
人
違
い
と
性
質
に
関
す
る
錯
誤
の
区
別
の
無
用
性
を
教
え
ら
れ
る
。

(

5

)

 

奥
田
・
親
族
法
九
二
頁
、
岡
村
・
民
法
親
族
編
三
七
二
頁
以
下
。
も
っ
と
も
岡
村
前
掲
は
続
け
て
単
に
表
示
の
錯
誤
で
は
な
く
、
実
体
的
に
も
錯
誤

を
生
ず
る
例
を
掲
げ
る
。
し
か
し
「
相
似
タ
ル
姉
妹
ア
リ
テ
男
莱
カ
其
ノ
妹
ト
婚
姻
セ
ン
ト
欲
シ
タ
ル
ニ
実
際
婚
姻
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
姉
ナ
リ
ツ

モ
男
某
ハ
之
ヲ
其
妹
ナ
リ
ト
誤
信
シ
テ
婚
姻
ノ
届
出
ヲ
了
ジ
タ
ル
場
合
又
ハ
男
女
カ
互
ニ
写
真
ヲ
交
換
シ
テ
婚
姻
ヲ
約
束
ジ
実
際
婚
姻
ヲ
為
ジ
タ
ル
者

ハ
其
ノ
写
真
中
ノ
人
物
-
一
非
サ
リ
シ
モ
之
ヲ
写
真
中
ノ
人
物
ナ
リ
ト
誤
信
シ
テ
婚
姻
ノ
届
出
ヲ
了
シ
タ
ル
場
合
/
如
キ
一
一
於
テ
ハ
替
玉
ニ
因
リ
テ
一
時

婚
姻
ノ
成
立
シ
タ
ル
カ
如
キ
外
観
ヲ
呈
ス
」
と
い
う
例
は
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
の
性
質
に
関
す
る
錯
誤
と
解
さ
れ
よ
う
。

有
形
・
無
形
の
用
語
は
、
諸
外
国
で
用
い
る
司
}
Q
E
m
n
Z
E
g
t
S
F
N
-
2
F
O
L・
8
N
E何
回
庶
民
疋
止
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
後
者
は
当

事
者
の
家
族
的
・
社
会
的
身
分
に
関
す
る
も
の
で
、
理
論
的
に
は
性
質
に
関
す
る
錯
誤
の
一
種
で
あ
る
(
谷
口
・
前
掲
は
性
質
の
錯
誤
を
ほ
と
ん
ど
も

う
ら
的
に
例
示
す
る
。
地
位
の
誤
認
と
し
て
学
位
、
資
産
、
主
義
、
宗
教
、
資
格
、
栄
誉
、
人
的
性
質
と
し
て
頭
脳
程
度
、
天
分
、
道
徳
的
性
質
、
処

女
性
、
婚
外
子
懐
胎
、
健
康
、
不
妊
、
変
態
、
不
能
、
不
治
ま
た
は
重
大
な
精
神
的
肉
体
的
疾
患
な
ど
)
。
こ
れ
を
と
く
に
同
一
性
の
錯
誤
と
し
て
区

別
す
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
ご
と
く
同
一
性
の
錯
誤
の
み
を
婚
姻
の
取
消
原
因
と
す
る
場
合
に
(
協
同
∞
。
口
。
口
・
)
、
相
手
方
の
経
歴
(
姦
通
、
私

生
子
〉
、
国
籍
、
人
種
、
宗
教
な
ど
性
質
に
関
す
る
錯
誤
を
離
婚
原
因
(
重
大
な
不
正
宮
古
再
開
包
〈
巾
)
と
し
て
考
慮
す
る
に
反
し
て
、
相
手
方
の
家

族
身
分
(
い
ず
れ
の
家
族
に
属
す
る
か
)
に
関
す
る
錯
誤
の
み
は
、
こ
れ
を
取
消
事
由
に
含
め
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
法
(
ロ
!
?
法
系
一
般
の

傾
向
で
あ
る
)
が
詐
欺
に
よ
る
婚
姻
取
消
を
認
め
ぬ
こ
と
と
も
関
連
す
る
。
詳
し
く
は

F
5
2
舟

宮

冨

2
E会
合
タ
ロ

HOxo--wFωw
匂
-
N申
印

同・・

HV-SFo--何
回
也
氏
同
l
問
。

E
丘、

F
N
W

司・

8
h
H・

(1) 身分行為における意思と届出

(

6

)

わ
ず
か
に
穂
積
・
親
族
法
三

O
O頁
は
、
新
聞
記
事
に
よ
っ
て
、
内
縁
の
妻
が
そ
の
養
女
と
同
名
の
た
め
、
代
書
人
の
錯
誤
に
よ
り
、
内
縁
の
夫
と

右
の
養
女
と
の
間
の
婚
姻
届
が
な
さ
れ
た
場
合
を
あ
げ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
典
型
的
な
表
示
の
錯
誤
で
あ
る
。

ま
た
我
妻
・
親
族
法
一
六
頁
は
、

B
女
は

A
男
と
婚
姻
す
る
意
思
を
有
し
た
が
、

A
男
に
そ
の
意
思
な
く
そ
の
兄
の

C
男
が

B
と
婚
姻
す
る
意
思
を

有
し
、

B
C
間
に
挙
式
・
同
棲
が
行
な
わ
れ
、
届
出
は
、

B
の
意
に
反
し
て
、

B
C
間
に
な
さ
れ
た
場
合
を
錯
誤
の
例
と
し
て
、

B
女
が
錯
誤
に
気
付

い
て
後
も
間
接
を
継
続
す
る
と
き
は
、

B
C
聞
の
婚
姻
は
有
効
に
成
立
し
、

B
女
が
周
囲
の
強
制
に
よ
っ
て
や
む
な
く
挙
式
・
同
僚
し
た
が
暫
ら
く
し

て
逃
げ
帰
っ
た
と
き
は
、
そ
の
聞
に
お
け
る

B
女
の
婚
姻
意
思
の
存
否
に
よ
っ
て
婚
姻
の
効
力
を
決
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
設
例
は
第
三
者
に
よ
っ
て
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説

届
出
が
な
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
錯
誤
は
、
実
体
に
お
い
て
錯
誤
を
生
じ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
届
出
の
側
面
で
は
、
表
示
意
思
(

届
出
意
思
〉
の
欠
絞
が
存
す
る
に
す
ぎ
ず
、
実
体
と
届
出
と
の
聞
に
不
一
致
は
な
い
。
当
事
者
の
一
方
は
い
や
い
や
な
が
ら
内
縁
関
係
に
入
っ
た
が
、

第
三
者
に
よ
っ
て
当
事
者
聞
の
婚
姻
屈
が
な
さ
れ
た
と
い
う
場
合
は
、
当
事
者
の
意
思
に
も
と
づ
か
な
い
届
出
の
一
事
例
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
婚
姻

届
の
効
力
を
い
か
に
理
論
構
成
す
る
か
は
別
と
し
て
(
表
示
意
思
の
独
立
性
を
排
し
て
婚
姻
の
合
意
の
存
否
を
ま
ず
認
定
し
、
合
意
が
あ
る
と
き
は
最

初
か
ら
有
効
、
な
け
れ
ば
無
効
だ
が
、
無
効
身
分
行
為
の
追
認
を
認
め
て
遡
及
的
に
有
効
と
す
る
。
我
妻
・
前
掲
注
(
八
)
参
照
)
、
錯
誤
の
事
例
と

し
て
は
適
切
で
は
な
い
。

(

7

)

婚
姻
に
関
し
て
東
地
昭
六
・
一
一
了
二
一
人
事
判
例
集
二
九
五
頁
は
、
内
縁
の
妻
が
そ
の
妹
の
名
を
通
称
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
妹
が
相
手
方
と
す

る
婚
姻
届
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
案
で
あ
り
、
表
示
の
錯
誤
の
事
例
で
あ
る
。
縁
組
に
関
し
で
は
、
大
判
明
四

0
・
=
了
一
三
民
録
一
二
一
一
頁
が

あ
り
、
養
子
を
子
爵
の
家
族
と
信
じ
て
縁
組
し
た
と
こ
ろ
、
後
に
爵
位
詐
称
の
事
実
が
暴
露
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
り
、
判
例
は
、
相
手
方
の
性
質
に

関
す
る
本
質
的
錯
誤
は
、
単
な
る
詐
欺
と
異
な
り
、
同
一
性
の
錯
誤
に
ひ
と
し
い
と
し
て
、
縁
組
を
無
効
と
し
た
も
の
で
、
前
述
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
と

同
一
の
問
題
で
あ
る
。
学
説
は
こ
れ
に
対
し
て
反
対
す
る
。
山
畠
・
養
親
子
関
係
の
成
立
お
よ
び
効
力
九
三
頁
以
下
参
照
。
そ
の
他
柚
木
・
親
族
法
一

九
四
頁
、
我
妻
・
親
族
法
二
六
四
頁
(
詐
欺
と
み
る
〉
。
こ
れ
に
反
し
て
中
川
・
親
族
法
四
四

O
頁
は
、
一
般
論
と
し
て
は
要
素
的
錯
誤
を
認
め
る
よ

う
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

論

(
8
〉
谷
口
・
日
本
親
族
法
二
五
六
頁
以
下
。
な
お
同
「
人
に
つ
い
て
の
錯
誤
」
判
例
演
習
〔
民
法
総
則
〕
一
二
三
頁
。

(

9

)

薬
師
寺
・
日
本
親
族
法
論
上
回
一
二
頁
。

(
叩
)
表
示
意
思
を
独
立
さ
せ
る
意
味
は
、
通
説
の
い
わ
ゆ
る
実
質
意
思
を
欠
く
場
合
に
も
、
身
分
行
為
を
成
立
さ
せ
る
点
に
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、

こ
の
場
合
、
表
示
意
思
は
同
時
に
効
果
意
思
を
も
包
含
す
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
表
示
意
思
の
不
一
致
は
効
果
意
思
の
存
否
を
問
う
こ
と
な

く
、
身
分
行
為
の
不
成
立
と
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
ロ
ロ
]
]
ク
司

ω
E
F
-
-
g
H
2
Z
H
ω
・
ωH∞
は
、
稀
有
の
例
と
し
つ
つ
、
盲
人
、
双
生
児
の
ほ
か
、
つ
ぎ
の
場
合
も
同
一
性
の
錯
誤
に
あ
た
る
と
す
る
。
一

九

O
一
二
年
に
中
国
へ
移
住
し
た
ド
イ
ツ
商
人

A
は
、
一
九
二
一
年
に
中
国
か
ら
書
信
を
も
っ
て
、
か
つ
て
ひ
ん
ぱ
ん
に
交
際
し
た
あ
る
家
庭
の
姉
娘
B

に
結
婚
を
申
込
ん
だ
。

B
の
代
わ
り
に
そ
の
妹
の

C
が
中
国
に
送
ら
れ
、
彼
女
は
到
着
す
る
や
す
ぐ

B
の
名
に
お
い
て

A
と
結
婚
し
た
。
こ
の
場
合
、

A
が
C
は
実
は

B
の
妹
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
、
錯
誤
に
な
る
と
す
る
。
幼
馴
染
と
後
年
に
な
っ
て
結
婚
す
る
場
合
な
ど
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
が
生
じ
う
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
こ
れ
は
実
質
的
に
い
っ
て
当
事
者
の
性
質
に
関
す
る
錯
誤
と
ど
れ
だ
け
違
う
か
疑
わ
し
く
(
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
と
写

4 
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真
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
の
差
異
)
、
挙
式
に
お
い
て
は
当
の
相
手
と
婚
姻
す
る
意
思
を
有
し
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
場
合
の
み
を
と
く
に
同
一
性

の
錯
誤
と
す
べ
き
理
由
を
理
解
し
え
な
い
。
も
っ
と
も
こ
の
点
は
盲
人
の
場
合
・
双
生
児
の
場
合
も
あ
る
意
味
で
は
似
た
り
寄
っ
た
り
で
あ
る
。
と
く

に
ド
イ
ツ
民
法
の
よ
う
に
、
同
一
性
の
錯
誤
の
ほ
か
相
手
方
の
性
質
に
関
す
る
本
質
的
錯
誤
を
も
同
じ
く
取
消
事
由
に
し
て
い
る
場
合
は
、
し
ょ
せ
ん

は
概
念
遊
戯
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(
ロ
)
錯
誤
は
挙
式
の
時
点
に
お
い
て
の
み
問
題
と
な
り
、
事
後
に
錯
誤
を
生
じ
た
場
合
、
挙
式
の
際
に
す
で
に
錯
誤
に
気
づ
い
た
場
合
、
も
し
く
は
錯
誤

の
疑
を
も
っ
た
場
合
な
ど
は
、
婚
姻
は
有
効
に
成
立
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
盲
人
の
よ
う
な
場
合
、
面
前
の
相
手
そ
の
人
を
結
婚
の
栢
手
と
す
る
怠

思
で
あ
っ
て
も
、
後
に
錯
誤
に
気
付
い
た
場
合
は
取
消
を
請
求
し
う
る
。
こ
の
場
合
、
錯
誤
の
内
容
(
要
素
)
は
問
題
と
な
ら
ず
、
錯
誤
者
の
み
が
取

消
請
求
を
な
し
う
る
。
り

c-rLrHL・

。)

(
日
)
単
な
る
誤
記
(
純
然
た
る
表
示
の
錯
誤
)
を
離
れ
て
、
一
方
に
表
示
意
思
な
き
場
合
に
も
他
方
に
つ
い
て
有
効
な
既
存
の
届
出
を
生
か
し
て
実
体
に

見
合
う
表
示
に
訂
正
す
る
こ
と
は
、
届
出
意
思
を
重
視
す
る
通
説
的
立
場
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
広
く
実
体
と
戸
籍
の
不
一
致

を
い
か
に
解
す
る
か
の
大
問
題
で
あ
る
が
(
こ
の
点
に
関
す
る
す
ぐ
れ
た
研
究
と
し
て
来
栖
コ
戸
籍
と
親
族
相
談
法
」
法
協
五
八
巻
四
・
八
号
)
。
届

出
の
も
つ
身
分
行
為
の
成
立
、
公
示
の
二
重
機
能
に
関
連
し
て
、
本
稿
の
最
後
に
若
干
の
考
察
を
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

(

U

)

最
後
に
中
川
教
授
の
み
は
、
錯
誤
を
現
代
の
事
例
に
も
と
め
ず
、
旧
約
聖
書
の
事
例
を
あ
げ
て
仮
設
的
に
説
明
さ
れ
る
(
親
族
法
一
九
五
頁
〉
。
ャ

コ
プ
は
妹
の
ラ
ケ
ル
と
思
っ
て
結
婚
し
た
と
こ
ろ
、
翌
朝
に
な
っ
て
そ
れ
が
姉
の
レ
ア
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
事
例
に
お
い
て
、
も
し
事
前
に
ヤ
コ

ブ
と
ラ
ケ
ル
聞
の
婚
姻
届
が
な
さ
れ
て
い
た
ら
、
ヤ
コ
ブ
と
V

ア
は
内
縁
関
係
、
ヤ
コ
プ
と
ラ
ケ
ル
は
届
出
な
き
不
成
立
婚
と
な
る
と
き
れ
る
。
こ
の

場
合
に
、
ヤ
コ
プ
の
届
出
を
生
か
し
て
ヤ
コ
プ
と
レ
ア
聞
の
届
出
と
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
か
が
問
題
で
あ
る
。

身分行為における意思と届出
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